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議案第２９０号 財産の無償貸付について 
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議案第３０６号 財産の無償貸付について 

議案第３０７号 財産の無償譲渡について 

議案第２９２号 平成２７年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算 

議案第３０２号 平成２７年度薩摩川内市水道事業会計補正予算 

議案第２９１号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 
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定について 
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（所管事務調査） 

都 市 計 画 課 
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正予算 
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△開  会 

○委員長（宮里兼実）ただいまから、建設水道

委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により、審査を進めたいと思いますが、御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議ありませんので、

お手元に配付しております審査日程により、審査

を進めます。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長に

おいて随時許可します。 

────────────── 

△水道管理課・上水道課の審査 

○委員長（宮里兼実）それでは、水道管理課及

び上水道課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第２８９号─議案第２９０号 

○委員長（宮里兼実）まず、議案第２８９号及

び議案第２９０号の議案２件を一括議題とします。 

 これらの議案２件については、樋脇町市比野地

区に所在する二つの公衆浴場を、いずれも同一の

借受人へ無償貸し付けしようとするものでありま

すので、一括して説明を求め、質疑を行った後、

１件ごとに討論、採決を行います。 

 それでは、当局に補足説明を求めます。 

○上水道課長（四元新一）それでは、議案第

２８９号及び議案第２９０号財産の無償貸付につ

いて説明いたしますので、議案つづりその３の

２８９─１ページ及び２９０─１ページをごらん

いただきながら、あわせまして議会資料の１ペー

ジをごらんください。この議会資料は１１月

１６日付の議会資料になっております。 

 現在、営業しております市営公衆浴場のうち、

入来温泉湯之山館を除く上之湯公衆浴場、下之湯

公衆浴場、大村温泉公衆浴場、黒木温泉公衆浴場

の４施設について、薩摩川内市公有財産利活用基

本方針に基づく財産仕分けにより、処分すること

としており、平成２８年４月１日施行の公衆浴場

廃止条例に伴いまして、当該施設を普通財産に変

更いたしまして、効率的かつ効果的な財産活用を

図るため、民間に無償貸付及び無償譲渡しようと

するものであります。 

 そこで、まず市比野地区の上之湯公衆浴場と下

之湯公衆浴場についてですが、当初予算、処分方

針といたしましては、譲渡の予定としておりまし

たが、上之湯公衆浴場は樋脇保健センターに、下

之湯公衆浴場は総合休養会館にそれぞれ併設され

た複合施設となっており、施設の譲渡はできない

との判断から、貸し付けに変更したものでござい

ます。 

 それぞれの議案の最後に平面図が添付されてお

ります。１階部分に着色をしてございますが、そ

こが今回貸し付けする施設部分になるところでご

ざいますので、御確認ください。 

 貸し付け先の選定につきましては、議会資料の

これまでの経過に記載してございますが、最初、

市比野地区コミュニティ協議会に説明し、お願い

をいたしましたが、公衆浴場の運営については難

しいとのことで、公募を考えておりましたところ、

市比野温泉地域活性化協議会から、温泉を核とし

た地域振興を図るため、公衆浴場の運営をしたい

との強い申し出がございまして、これまで協議を

重ねてまいりました。 

 １０月２６日に当協議会の会員を中心に、正式

に株式会社市比野温泉という会社を設立されまし

たので、それを受けまして、１０月２７日に建物

使用貸借仮契約を締結したところでございます。 

 貸し付け先の株式会社市比野温泉の会社概要に

つきましては、議会資料に記載しているとおりで

ございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（新原春二）温泉施設の貸与に関しては

異議がないわけですけども、施設が、上之湯のほ

うはまだそんなにたってないと思います。保健セ

ンターと併設ですからないと思います。下之湯の

関係については、結構もう古いんです。そうした

場合に、施設のリニューアルといいますか、そう

いうものの取り扱いですね。株式会社の市比野温

泉のほうに貸与されるんですけど、そこら辺のリ

ニューアルの関係については、もう株式会社のほ

うで、ある程度の、どこら辺までリニューアルが

できるのか。リニューアルについてはもう貸し付

けだから、もう市がするのか、そこら辺の状況は
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どう考えておられますか。 

○上水道課長（四元新一）特に、下之湯の併設

しております総合休養会館につきましては、建物

も結構古うございます。まず、貸し付け前に、こ

ちらとしましても、公衆浴場として今後、経営で

きるような状態で、やっぱり貸し付けはするべき

ということで、貸し付け前に細かな修繕等もいた

します。しかし、今後、経営する中で、いろんな

機器類、そういった運営上にちょっとした修繕と

か、あといろんな交換部品とかというのは、当然、

貸し付けサイドでしないといけないと考えており

ますけど、大きな施設修繕といいますか、そうい

ったものについては相互協議しながら、財産的に

はまだ市のほうにございますので、全てを貸し付

けサイドにということではございませんが。しか

し、やっぱり通常の運営をする中で、ある程度の

修繕資金については、やっぱり修繕積立金みたい

な形で貸し付けサイドにお願いすることになると

思いますので、そこはしっかりと４月１日をもっ

て貸し付けすることとしておりますので、それま

ではしっかりとそういった区分はきっちりとして

貸し付けを行いたいと考えております。 

○委員（新原春二）ぜひそうしてほしいんです

けども、一つは今までの温泉としては、普通の温

泉、温泉は質としては非常にいい温泉の質ですの

で、これにただ、ここで考えていらっしゃるのは、

どんな考えを持っていらっしゃるのかわかりませ

んが、観光的な浴場に考えていらっしゃるとすれ

ば、相当なリニューアルを計画されないかんわけ

です。そうした場合に、もう結構古いんで、観光

施設としてどうにか露天風呂でもつくって、修繕

なんかをする場合に、それをもちろん協議をされ

ると思うんですけども、そこら辺の大幅なリニ

ューアルちゅうことについては、市としては今考

えていらっしゃらない、今のままで修繕をして出

すということで理解してよろしいんですか。 

○上水道課長（四元新一）基本的にはそういう

ことになりますが、貸し付け先のほうで運営経営

する中で、そういった先のことを考えながら、何

かリニューアルをしたいと、申し出があれば、総

合休養会館につきましては、現在はコミュニティ

課の所管になっておりますが、４月１日で総合休

養会館のほうが廃止になる予定で、その後、水道

局のほうに移管されるということに今なっており

ます。 

 ですから、総合休養会館自体が水道局所管にな

りますので、今後、そういった貸し付け先等の協

議の中で、そういったことが出てくれば、当然協

議しながらということになりますけど、基本的に

は、大規模改修は今のところ水道局としては考え

ていないところでございます。 

○委員（新原春二）観光的にも市比野温泉株式

会社のほうは、いろんな企画も持っていらっしゃ

るようですので、そういったことが発生をしたら、

ぜひ、相談に乗っていただいて、観光的ないい施

設をやっぱり市比野に客が呼べるようなそうした

施設に、ぜひしていただきたいと思いますので、

協力をよろしくお願いします。 

 以上です。 

○上水道課長（四元新一）済いません。１点だ

けちょっとつけ加えさせていただきますと、今の

下之湯につきましては、トイレのほうがどうして

も利用者が気になるところなんですが。和式トイ

レになっておりますので、これを男女洋式にする

予定とはしております。そこまでは一応こちらの

ほうで考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）議案第２８９号、議案第

２９０号、同時な形で質問させていただきますけ

れども。後ほど祁答院の問題でもあるかと思いま

すけれども、基本的に貸し付けと無償譲渡という

考え方がありますけれども。湯之山館が２７０円

です、黒木温泉が２７０円。これ条例によって制

定されておりますけれども、以前のシミュレーシ

ョンで、やっぱり赤字が懸念されたわけです。そ

うしたときに無償貸し付けをこの方々が決定され

たと同時に、皆さん方が赤字を覚悟でする人はい

ませんので、そこには、今ここにあるように、業

務内容の中にその意味を持ったもので客をふやそ

うとか、そういうものをあると思うんですけれど

も。その料金設定の考え方と、その辺を少しどう

いう話し合いをされたのか、後ほど出る黒木温泉

も大村温泉もしかりなんですけれども、どのあた

りで、どういう形で温泉１５０円が２７０円。こ

の中での審議をしていくのか、物すごく気になる

ところなんです。問われるのは、市民から住民か

ら問われるのはそこが一番問題になっているんで

す。その辺の考え方をちょっと教えていただけま

せんか。 

○上水道課長（四元新一）入浴料金１５０円で
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今現在やっておりますが、幸いにして、市比野地

域については、何とか市営管理のほうも黒字で経

営ができていると、そういったことです。市比野

の皆さんも、やはり経営について非常に心配をさ

れておりましたが、そういった指定管理者の経営

状況、あるいは新たにそういった株式会社で収入

がある、そういった催し、事業、そういったもの

もあわせて、全体を黒字化をしていこうという、

そういったことでお引き受けになったというふう

に考えております。 

 当初はなかなか収入の関係で心配されておりま

したが、指定管理者の経営状態がこうですと。あ

と、そういった地元ならではのそういった収入の

確保についても、いろいろこれから努力をしてい

きたいと、そういったことを言われながら、今回、

無償貸し付けでやるといったことの結論に至った

ということでございます。 

 料金は、今のところ現状のままでいくというこ

とでお話はしてございます。 

○委員（大田黒 博）心配するのは、現状維持

でいく中に、隣といえば隣、入来２７０円、少し

差があるわけです。そこいらを皆さんがこれから

温泉を利用される方が口コミあたりでいろんな話

が出てくると思うんですけど、その辺の大きな問

題になってきそうな気がするんです。だから、そ

の辺の中で、不安がある中で確認したいんですけ

れども、こういう貸し付けの契約を入れる中に、

その辺のちゃんとしたものはまだないということ

なんですよね。そういう話がされていないという

ことでいいんでしょうか。 

○水道管理課長（元石功一）経営状況がどうい

うふうになっていくのか、来年４月から早速、経

営をしていただきますが、経営状況を見ながら支

援－赤字になったとき、どういった市のほうで

支援、ができるのか、そういったものについては、

まだ具体的なお話はしていないところでございま

す。 

 支援策といってもなかなか市のほうでも難しい

ですので、その辺については、まだ具体的なこと

については、まだ我々もお話はしていない、そう

いったところでございます。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。ほかに。 

○委員（谷津由尚）この市比野温泉の活性化の

ために株式会社市比野温泉様が非常に今から積極

的にやっていただけるのは非常にありがたいこと

で、全体のいろんな事業と絡めて黒字になればい

いんでしょうけど。どうしてもやっぱりもうちょ

っと料金改定をせざるを得ないという御相談があ

った場合は、これは市としては無償貸し付けとい

う契約の中で、それはもう市としては判断権限は

株式会社の市比野温泉さんにあるわけで、それは

認めざるを得ないという形になるんでしょうか。 

○水道管理課長（元石功一）もう公衆浴場条例

が廃止されるということで、市については、そう

いった拘束をするという、そういった権限といい

ますか、そういったものはないというふうに考え

ておりますが。そういった経営状況が悪くなって、

料金値上げをしたいと、そういった相談はちゃん

と受けながら、経営についても支援ができること

があれば支援をしながら、市比野の活性化のため

に、我々も協力はしたいというふうには考えてい

ます。 

○委員（谷津由尚）それは非常にありがたいん

です。ですので、最終的に料金改定をさせてほし

いという御相談があった場合は、それはもう権限

としては市はないので、経営者である市比野温泉

さんでやってくださいという判断になるんですよ

ね、その確認です。 

○水道管理課長（元石功一）我々には、幾らに

しなさいということ、そういった権限はございま

せんので、そういった申し出があれば、相談に乗

りながら、いきたいというふうには思っています。 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 まず、議案第２８９号について、討論、採決を

行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

 次に、議案第２９０号について、討論、採決を

行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３０５号 薩摩川内市水道事業の

設置等に関する条例及び薩摩川内市簡易水

道事業及び飲料水供給事業条例の一部を改

正する条例の制定について 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第３０５号薩

摩川内市水道事業の設置等に関する条例及び薩摩

川内市簡易水道事業及び飲料水供給事業条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

３０５号薩摩川内市水道事業の設置等に関する条

例及び薩摩川内市簡易水道事業及び飲料水供給事

業条例の一部を改正する条例の制定について説明

をいたします。 

 議案つづりのその４、３０５─１ページになり

ます。説明は、水道局議会資料、１２月４日付の

議会資料で御説明をいたします。議会資料の

１ページをお開きください。 

 今回の条例改正の概要は、本土地域の土川簡易

水道ほか１６事業を水道事業に統合すること。ま

た、甑島地域においては、里、上甑地域の２簡易

水道を上甑島簡易水道事業に、下甑、鹿島地域の

７事業を下甑島簡易水道事業に再編するものでご

ざいます。 

 改正の内容になりますが、水道事業の設置等に

関する条例の改正につきましては、同条例第２条

第２項に規定されている基本計画につきまして、

給水人口を８万１００人から９万人へ、１日最大

給水量を３万２,８００立米から４万立米に変更す

るものでございます。 

 また、簡易水道事業及び飲料水供給事業条例の

改正は、条例の題名を「薩摩川内市簡易水道事業

及び飲料水供給事業条例」から「薩摩川内市簡易

水道事業条例」に改正するものでございます。 

 また、第２条及び第３条につきまして、里、上

甑地域を上甑島簡易水道事業とし、給水人口を

２,５３０人、１日最大給水量を１,１２０立米と

定め、下甑、鹿島地域を下甑島簡易水道事業とし、

給水人口を２ ,４１０人、１日最大給水量を

１,０７１立米と定めるものでございます。 

 最後に、船舶給水に係る規定につきまして、簡

易水道事業から削除し、水道事業給水条例の料金

表に加えるものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（大田黒 博）基本的には、供給を受け

てる住民に対しては、基本的には何か変わるんで

すか。 

○水道管理課長（元石功一）使われる方は、今

までどおり変わることはないというふうに考えて

おります。 

○委員（大田黒 博）今言われた給水人口、あ

るいはそういうもろもろの数字の変更等を含めて、

整理しようというそのことのみですよね。問題な

いんですよね。 

○水道管理課長（元石功一）何も問題ないとい

うふうに考えております。 

○委員長（宮里兼実）ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３０６号 財産の無償貸付につい

て 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第３０６号財

産の無償貸付についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○上水道課長（四元新一）それでは、議案第



－7－ 

 

３０６号財産の無償貸付について説明いたします

ので、議案つづりその４の３０６─１ページをお

開きください。あわせまして議会資料の２ページ

もごらんください。 

 祁答院の黒木温泉公衆浴場につきましては、平

成７年に開業以来、湯量不足やポンプ故障等によ

り、たびたび休業し、井戸の増堀工事等の施設整

備を行ってきましたが、湯量の減少に歯どめがか

からず、営業時間等の調整によりまして、何とか

今日まで営業を続けてきましたが、先般、台風

１５号通過後の８月３０日に泉源のポンプが故障

いたしまして、現在、休業している状況でござい

ます。 

 この間、ポンプ故障の原因究明や今後の対応等

を検討する中で、地元説明会を実施し、地域の

方々の存続への強い要望等もあり、現在、再開に

向けて調整しているところでございます。再開後

は、施設の利用促進を含めて、運営等に対しまし

ても、地元の全面的な協力もお願いしたところで

ございます。 

 こういった理由から、当案件が中日提案となっ

たものでございます。 

 当施設につきましても、当初、処分方針としま

しては、譲渡の予定としておりましたが、先ほど

説明したとおり、湯量や施設故障等により、いつ

営業休止、あるいは廃止になるか予測ができない

状況であるため、貸し付けとしたものでございま

す。 

 貸し付け先の選定につきましては、議会資料の

これまでの経過に記載してあるとおりで、最初、

黒木地区コミュニティ協議会に説明し、お願いを

いたしましたが、公衆浴場の運営については難し

いとのことでしたので、公募を考えておりました

ところ、地元企業である有川商店より、施設が利

用できる間は地域貢献のためにも何とか運営した

いとの申し出があり、協議を重ねてまいりました

が、１１月１８日に土地建物使用貸借仮契約を締

結したところでございます。 

 貸し付け先の有川商店有限会社の会社概要につ

きましては、議会資料に記載しているとおりでご

ざいます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（大田黒 博）地元のことですので、質

問させていただきますけれども、６回、７回のポ

ンプの入れかえをなされているということで、以

前から言っていますように、１５０円が２７０円

になるときの条例においての住民のアンケート、

もろもろがありまして、それなりの住民の納得を

得ながら２７０円で運営されている。その中で、

ポンプがあれだけの枯渇、枯れるのが何の原因な

のかわかりませんけれども。この前、四元課長じ

きじき、どこでしたっけ、ポンプ会社と来られて

上げられたときに、いわゆる泉質もろもろの原因

等は解明されずに、再度またされるということな

んですよね、基本的、結果的には。もうそれは後

でよか。それと同時に、やはり２年から３年の間

でこのポンプのもちです。だから、そこを住民の

方々はやっぱ心配されているわけです。今、説明

がありましたように、無償譲渡にならなかったの

は、またそうなったときには、ポンプの入れかえ

が２００万から３００万かかってしまうというこ

とですので、ここは手を挙げるところはないだろ

うと思っておりますし。黒木の泉質は物すごくい

いという前から評判だったもんですから、それが

市内外に伝わって、大変、一時期、物すごい人が

ふえた時期もあるんですけれども、現在は時間制

限があり、少し低迷されている中での２７０円と

いうのに対して、不安の中での再スタート、ある

いは今言われた今回切りですよとなれば、その不

安があるんですけれども、その辺の説明等を含め

ての黒木住民、あるいは説明会での意見等を少し

教えていただけないでしょうか。 

○上水道課長（四元新一）まず最初、ポンプを

今回引き上げまして、その故障の原因等の究明で

すが、先般、１１月１６日にその結果をもちまし

て、コミュニティ、あるいは利用者の方に説明会

を実施したところでございますが。今回、点検結

果といたしましては、まず、モーターのほうは、

モーター内部に温泉水が入っていたということで、

まずモーターはだめだったということと、あとポ

ンプの部分につきましては、内部にスケールが付

着していたり、あるいはシャフトとかベアリング

とかも摩耗していたということで、これは経年劣

化等も多分あると思いますので、こういった原因

で今回の引き上げたポンプについてはもう使えな

いということになりました。 
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 あと、メーカー側にもいろいろ聞き取りをしま

したら、温泉のこういった泉源ポンプにつきまし

ては、泉質とか、あるいは湯量、あるいは液温で

す。あと運転時間、そういったいろんな条件で耐

用年数ちゅうのが変わってくるということで、新

品のポンプを入れかえて何年もつとは断定はでき

ないということなんです。 

 ここで利用しているポンプはステンレスの一番

いいやつになります。だから、これにかわるもの

はないかといったときに、これにかわる泉源ポン

プとしてはないということの回答をいただきまし

たので、今回、同等のものを入れかえようと、今

準備を進めているところですが。耐用年数につき

ましては、営業時間の調整を今していただいて、

週５日、４時から９時まで５時間営業となりまし

て、今までは２年ぐらいですか、平均、もって、

だったんですが。今回、入れかえた－故障した

－ポンプにつきましては、４年３カ月もってお

りますので。ですから、この営業時間の調整によ

って、やっぱり稼働時間等も減ってきた、そうい

う関係もございまして、ちょっと以前よりは延命

化ができておりますので、今回、入れかえるポン

プについても、何年もつとはちょっと言えません

けど、そこは四、五年はもってほしいという我々

の期待は込めて、今回、入れかえをして再開しよ

うとするものでございます。 

 説明会の中で、やっぱり地元の方は、黒木、あ

そこを廃止にしたら、どうしてもまた黒木がすた

れてしまうといいますか、せめてあそこだけは何

とか存続してほしいという強い要望もありまして、

実際、コミュニティ協議会から要望書も出てきま

したので、それらを受けて、再度、一応ちゃんと

検討しまして、一応存続という形で、今、調整を

図りながら、やっているところでございます。 

 先般、９日の日にちょうどポンプのほうの入札

も実施しまして、何とか年内には再開できるよう

にということで、今、動いているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）一方から見ればありがた

い対応なんですけれども、泉源が、泉質を含めて

湯量が足りない中に、ストックヤードがあそこあ

ります。それに灯油で温めて、泉源から上げる量

を最小限に抑えて、持続的なものでしようという

ことで、何回か苦慮されてるんですけれども。今、

課長が言われたそういうものを含めて、４年３カ

月もっているんであれば、ぜひその辺もまた検討

を加えて、やっぱり４年、５年、それ以上になる

ように、ぜひしてほしいということなんです。 

 一つだけ気になるのは、もうどうしようもない

のか、原因が、ポンプが傷む原因が。ちゅうのは、

皆さんから言われるのは、「大村温泉は、今まで

掘ってから１件もないよ」と。「何で黒木ばっか

りやっとけ」ということですから。そうしたとき

に疑問が吹き上がるのは当たり前のことで、何と

もそこの専門あたりにしても、その原因は突きと

めてほしいなと思うんですけれども、その辺の把

握はどの程度されているのか、全くわからない中

でこういう見切り発車なのか、少し教えていただ

けますか。 

○上水道課長（四元新一）おっしゃるとおり、

大村については、もう入れかえて１０年ぐらいた

つんですかね。泉質がまず違います。一つ大きな

違いは多分、泉質です。大村のほうはもう真水に

近いようなさらさらしたようなあれですので。あ

と、黒木につきましては、約３００メートルぐら

いのところにポンプが入っておりまして、大村に

ついては１６０メートルぐらいのところですかね。

そういったやつもありますし、いろんな条件の違

い、そういったものによりまして、やっぱりポン

プの耐用年数が変わってくるということになりま

すので、我々も何か黒木の泉質に合うものはない

のか、メーカーのほうにいろいろ相談をしてみた

んですが、今の汎用品として出回っているポンプ

につきましては、もうあれがステンレス製だし、

あれ以上のものはないということで、一応あった

もんですから。だから今回もやむなく一応それで

入れかえるということで、判断したところです。 

 いろいろ聞き取りはしてみたんですが、メー

カーに。どうしてもメーカーとしても温泉の泉源

ポンプについては何年ということはまず言えない

ということなんですよ、保証ができないと。それ

がやっぱ大きいところなんです。普通の水道用の

ポンプでしたら大体、耐用年数が何年とかという

のがある程度、決まって想定ができるんですが。

そこがやっぱりちょっと不明確なところではござ

いますけど、やむなく今回もできるだけ早く一応

再開してやりたいという思いの中で、今回、準備

をしているところでございます。 

○委員（大田黒 博）わかりました。ぜひそう
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いう再開で仕方がないと思っておりますし、あり

がたいと思っておりますし、今、課長が言われた

１日も早い黒木温泉の再開に向けて、年内、１日

も早くしていただきますようにお願いします。 

 以上です。 

○委員（下園政喜）大変厳しいような船出に聞

こえるんですが、５年間の契約ということですよ

ね。その中でポンプが、もって５年というような

話ですけれども。もしこの契約もどうしてもでき

ないと、続行できないとなったときに、有川さん

がお断りになったとすれば、その違約金とかペナ

ルティが課せられますか。 

○水道管理課長（元石功一）その契約解除の原

因というのがどちらにあるのか、そういったこと

で違約金が発生するというふうに思います。その

契約解除の原因が泉源、あるいはポンプとなれば、

有川さんのほうにそういった責めを負わすという

のは考えられないんじゃないのかなというふうに

は考えています。 

○委員（下園政喜）それはもちろん契約書にち

ゃんとうたわれるんですよね。わかりました。 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３０７号 財産の無償譲渡につい 

て 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第３０７号財

産の無償譲渡についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○上水道課長（四元新一）それでは、議案第

３０７号財産の無償譲渡について説明いたします

ので、議案つづりその４の３０７─１ページをお

開きください。あわせて議会資料の３ページもご

らんください。 

 祁答院の大村温泉公衆浴場につきましては、処

分方針が譲渡ということで、これまで事務を進め

てまいりましたが、泉源が祁答院中学校の学校敷

地内にあり、また、公衆浴場自体も祁答院共同福

祉施設と同一敷地内にあったため、土地の分筆登

記等に不測の日数を要しまして、当案件がまず中

日提案となったものでございます。 

 譲渡する財産は、土地２筆、建物２棟、温泉権

１カ所で、評価額は記載のとおり７２９万円であ

ります。 

 譲渡先の選定につきましては、当施設も地域密

着型施設と考え、当初、大村地区コミュニティ協

議会への譲渡を想定しまして、説明会等を実施し、

お願いしてまいりましたが、公衆浴場の運営につ

いては難しいとのことで、公募により譲渡するこ

とで進めておりましたところ、地元企業である有

川商店より当施設を長年利用しており、愛着もあ

り、また、今まで地域の皆さんに大変お世話にな

っているため、今回、ぜひ譲渡を受けて、いろい

ろな工夫をしながら、利用促進に努め、少しでも

地域の活性化に寄与したいとの思いから、譲渡申

し込みがございました。 

 その後、細部にわたる条件等について慎重に協

議を重ね、大村地区コミュニティ協議会の意見等

も参考にしながら、１１月６日に譲渡先候補者選

定委員会を開催しまして、有川商店に決定したと

ころでございます。 

 それを受けて、１１月１８日に、譲渡後１０年

間は引き続き指定用途に供する等の基本条件を相

互確認した上で、土地、建物譲渡仮契約書を締結

したところでございます。 

 譲渡先の有川商店有限会社の会社概要につきま

しては、議会資料に記載のとおりでございます。 

 水道局といたしましても、譲渡後は地元の民間

企業としてさまざまなノウハウを遺憾なく発揮し

ていただいて、市民の健康と福祉の増進に努めて

いただくとともに、これまで以上に地域の拠点施

設としてにぎわいを創出できるような施設になる

ことを期待しているところでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（大田黒 博）数点質問があるんですが、

まず１点目から、大村地区コミの譲渡あるいは管
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理に対する依頼に対して、できないという方向性

が出て、その後、もろもろの時間がたちました。

その中で、私がお聞きするところによりますと、

水面下で少しいろいろ有川商店になるまでの経緯

があったんですけども、あそこの温泉の近くの方

とか、数名の方々が問い合わせがあって、なぜこ

の大村地区コミ内で公募しないのかという問い合

わせがあったんですけど、その点はどうなったん

でしょうか。 

○水道管理課長（元石功一）ここにこれまでの

経過を記載してございますが、大村地区コミュニ

ティではできないといったことで、次は、であれ

ば公募といった形で考えておりました。その間、

いろいろ地元の大田黒委員のほうからもいろいろ

お話があったこと、それからそういったことをし

ているうちに、有川さんがやりたいというのを

我々がお聞きして、真意を確認しながらしたとこ

ろです。 

 あと、普通であれば、公募をして、いろいろ選

定をして決めるということなんですが、地元の企

業から手が挙がったと。あと、地元の皆さんがど

ういうふうに考えていらっしゃるかと、そういっ

たことを総合的に判断して、地元の有川さん、頑

張ってくださいねとか、そういった機運、あるい

はそういったことがあれば、もうその方と交渉を

していくという、そういったスタンスで有川さん

のほうとは交渉しながら、有川さんにというふう

になったところでございます。 

 公募と考えていたんですが、そういった地元の

企業が手を挙げたということをお聞きいたしまし

て、真意を確認して、今の流れになってきたとい

うことでございます。 

○委員（大田黒 博）それはおかしいですよね。

役所のやり方においては非常におかしいと思いま

す。僕が言っているのは、有川さんがどうのこう

のじゃないんです。やっぱり公募して、皆さんが

公募の選定とか、それを受けられて、近いんだけ

ども、やりたいんだという人がおられるんだった

ら、公募かけて、やっぱりそういうようなものを

地元と認めてするべきじゃなかったのかなと。そ

の中で有川さんが決まれば、皆さん、「この大村

温泉の活性化のためやらよ」という機運を持って

いきたかったんです。ただ、ごたごたなって、集

排の関係もありますけれども、会って、徳重課長

あたりにも確認しましたけれども、そういう少し

議論も異論もありました、有川さんがされること

に対して。それは、課長が言う、手が挙がったか

ら、地元の業者の手が挙がったから、それにすん

なりいったちゅうのに、皆さん納得されてる人た

ちも、されていない人たちもいるちゅうことです。

だから、課長が今、その説明をされると、「それ

おかしやよ」と言われるのは出てくると思います。 

 ただ、コミ協内で公募をかけてれば問題なかっ

たんじゃないかなと思うんですよ。そこで、誰か

の推薦があったり、そういうものがあって、筋が

ちゃんと通れば、皆さん、「そげん２００円にな

っても２７０円になってもよからよ」という、

「地元の温泉がなくなるちゅうのは避けるべきや

らよ」という意見でまとまって、１０年の契約、

それ以上のそういうものに対して、大村温泉を残

そうという機運が高まったんじゃないかなと思っ

ているんです。根本的なものが間違っているよう

な気がしますけれど、どうなんでしょうか。 

○水道管理課長（元石功一）我々も当初はそう

いった公募という考えでおりました。これが、他

の地域とか市外とか県外とか、そういった方が手

を挙げられたら、我々は、今、やってきた有川商

店さんといろいろお話をしてきましたけれども、

そういったやり方はしなかったというふうに考え

ております。地元の方が手を挙げたといったこと

で、我々は地区コミと同じような考え方です。最

初、地区コミにお願いすると、そういったことと

同じ考え方で、有川さんと交渉してきたと。地域

の地元の方が手を挙げられたということが我々と

しては最大の原因で、こういった形で契約をして

きたというふうに考えております。 

○委員（大田黒 博）それよくわからないんで

す。地元の方々のために、今言っているのは、市

外、祁答院町外から来たときが困るという意味で

す。だから、コミュニティ協議会内での公募はと

れなかったんですかちゅうこと。 

○水道局長（落合正浩）おっしゃるように、こ

れまでは、もう平成２６年のころから地区コミを

中心に何回となくこういうお話はしてきました。

地区コミがもうできないという話をいただきまし

た後、いろんな情報、地区コミに寄せられる「や

ってもいいよ」という情報とか、例えば、私たち

に、「どういう施設ですか」という問い合わせ等

はありました。ただし、具体の話まで行く案件は

一つもございませんで、どうしたものかと考えて
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いたときに、今、ありましたように、地元企業の

有川さんのほうが、こういうふうにしたいという

話があるということで、先ほどありますように、

いろいろと中身を詰めてまいりました。地元の

方々からも、やっぱりいろんな情報も最初いただ

く中で、途切れてまいってきましたし、そして、

地域の中でこういうふうに有川さんとの協議が大

体進んでいるということが知れたときに、もうそ

こでいいじゃないかという方と、いや、まだ公募

という道もあるんじゃないかという話も確かにご

ざいました。 

 そういう中で、どうしてもそろそろ正式に市と

しても、水道局としても地域の方々にお示しせな

いかんということで、ここにあります経緯の⑧の

１１月１６日だったと思いますけれども、地区コ

ミで、いつやったかな。 

［「１０月２８日」と呼ぶ者あり］ 

○水道局長（落合正浩）失礼しました。１０月

２８日に地区コミの役員の方々と自治会長さん方

に集まっていただきまして、正式に有川商店さん

を相手方として交渉したいんですけれども、いか

がでしょうかとお話をいたしました。その中で、

ある自治会長さんは、「わざわざそげんとをせん

でも、もうどんどん進めんかい」という話があり

ましたが。いや、そうではなくて、やはり私たち

も地域の方々が御了解いただける方々と正式に話

を詰めていきたいので、御面倒ですが、きょう集

まっていただきまして、こういう形でございます

ということをお話しして、その中で意見が出たの

は、やはり存続することが大事であると。そのた

めには、やっぱり地域でよく知っている人がして

くれたほうが安心だという声もございました。 

 ですから、手続につきましては、今、委員が言

われますようなそういうこともあるんでしょうけ

れども、地域の方々の思いは、やっぱり何とか受

けとめてできる方々、それはやっぱり地区コミの

役員とか、自治会長さん方が全て御了解いただけ

るのが筋かなという形で、この説明会をしたとこ

ろでございますので、それを受けて、正式にもう

相手方と決めて、交渉させていただくことにした

ということでございます。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）今言われる、局長が言わ

れるのも、わからんでもないんですよ。ただ、公

募をとりながら、役所がやる、こういうもろもろ

の譲渡、貸し付けにおいて、全てそうですが、公

募をかけて手を挙げられたところを審査してされ

ますよね。それで、やっぱり漏れてるわけですよ。

やりたいちゅう方がおられたのを、何で有川商店

１本になったのかちゅうのを、僕にやかましく言

ってこられる人が何人かおりましたけれども、そ

れはわかるような気がするんです。ただ、そこに、

東京からも電話来ましたけど、親戚の方とか。

「おかしいやねえか」ということでしたけれども、

「いや、それは」と、水道局、薩摩川内市側にな

って僕は言いましたけれども。しかし、「公募の

段取りもしてましたけれども、地元の有川商店の

もろもろがあり」というのは言いましたけれども。

「おかしいやよ」と。とにかく「家を継ぐなりす

る者も含めて、帰ってきて、そういうものがあれ

ば、何とか経営に携わりたいちゅう考えもしてた

んだ」と言われれば、申しわけないちゅうことな

んです。だから、そこまで有川商店に匹敵する方

もおられたんだろうなと思ってるんです。ただ、

そこで少しやり方が、公募まで行かなかったもん

ですから、申しわけないなと思いながら、ここ委

員会で確認しとかんと、やっぱり我々も、今度は

私なんかも説明が出てきますので、さっき言った

ように、こういう形で有川商店になったんですよ

と、議会でもかけられて、皆さん同意をもらった

んですよちゅうものが、やっぱり言うべき立場に

今度はなるわけですから。そうしたときに、「ど

うなるんですか」、「その経緯はそれでよかった

んですか」ちゅうのだけは１回確認しとかなきゃ

いけないちゅうことです。 

 だから、何で地区コミ協の中で、地元の公募を

かけていただけなかったんだろうかなちゅうのが、

物すごくそこ一つひっかかるとこなんです。そこ

をきょう行って、それなりのことを逆に説明しな

きゃいけないのかなと思いながら、すごく気が重

くなるんです。 

 と同時に、有川商店に頑張っていただきたいと

いうのは逆にある中に、その経緯が少し腑に落ち

ないなと思っているんです。 

○水道局長（落合正浩）今、おっしゃいますよ

うに、手続としては、もう公募して、いろんな

方々からいろんな提案をいただきながらというの

が理想ではございました。ただし、言いますよう

に、もう平成２６年の早い時期から、この方針に

基づきまして、地域とも話をしていく中で、どう
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してもまず地元ができない。そして、そういう期

間の中でも、情報を出しながらでも、全然そうい

う問い合わせ等もございませんでした。そして、

平成２８年４月１日からは、もうこういう手続に

入りますということを地元の方々も非常に心配さ

れて、地元の公衆浴場がなくなるんじゃないかと

いう、もう不安のほうがやっぱり大きくなったと

いうのが一つでございます。 

 ですから、その間までに、いろんな形で具体の

策が出てくれば、十分検討しながら選定するとい

う作業もできたんですけれども、ただし、地域の

方々の温泉をもう引き続き休むことなく継続して

ほしいという、その思いに応える意味からも、今

回、地元の企業の方が手を挙げていただき、そし

て、市が勝手に決めるんではなくて、手続上では

ございましたけれども、地区コミの役員とか、自

治会長さんとか、少なくとも地域を代表する方々

全員が、まず御理解いただけないと、やっぱり私

たちも地区コミに準ずるそういう団体としての相

手方にするわけにいきませんでしたから、そうい

う形での手続を踏んだということです。 

 ですから、相手方を広く求めて、いろんな方々

からいただいてという、そういう中での相手がま

ずいなかったというのが。ただ、公募という手続

はしなかったんですけれども、そういう形で現在

に至っておりますから、何とかそこらの御理解い

ただき、地域の方々の思いの中で、今回、こうい

うふうにしたということを御理解いただきたいと

思います。 

○委員（大田黒 博）それは局長の言い分です。

水道局の言い分です。ただ、僕が言っているのは、

その公募をかけてほしかったという方の言い分が

あるわけです。だから、もろもろ言いましたけれ

ども、それは「ちゃんと役所がする公募のかけ方

じゃなかったんじゃないか」と言われると、「そ

うでしたかね」と、その確認を僕は今していると

いうことです。だから、その辺は申しわけなかっ

たんかなという思いで思っているわけです。そう

いう方が一人でも二人でもおったちゅうことは、

非常に残念なんです。ただ、そこをどうしてその

方々に説明するかです。 

 ただ、一つだけ、今から言いますけれども、二

百数十万の赤字が抱える中で、その有川さんがど

うしてこれだけいくだろうかという心配もされて

るわけですよ。だから、そこ辺の話し合いがどう

なされているか、その辺もまた心配になってきて

いるわけですよ。 

 ただ、皆さん方は、少しきつい言い方かもしれ

ませんけど、「大村温泉を、おんぶにだっこのや

つを、そんなら民間にやれば、それでいいという

ような判断をしているんじゃないか、お前たち

は」と言われれば、「そうじゃありませんよ」と

いう説明するんですけども。そのためにも公募を

かけて、ちゃんとした進め方でやってほしかった

なと思うんです。 

 ましてや、もうかえって「コミ協の方々の誰か

の推薦がありました」というほうが、まだいいで

すよ。僕はその方から電話が来て、「何で公募し

なかった。おかしいやねえか」と言われたのが、

もうすごくひっかかってしまっているんです。だ

から、ほかにそういう方々おられたんだろうなと

思ってしまって、それが有川さんの経営に後から

何らか、田舎ですので、ふぐあいがないようには

願ってるんですけど、思ってるんですけども、祈

ってるんですけども、その辺が田舎ですので、わ

かりませんけども。有川さんの経営がうまくいく

ように、皆さん方の「頑張らんかい、料金を上げ

ずにやっちょったらい、安かで変えよ」とか。

２７０円に上がったときに、またそういうもろも

ろの絡みが出てくるような、ごたごたになりはせ

んかとか、いろんな画策があるもんですから、役

所とすれば、筋だけは通して、この決定をしてほ

しかったなと思います。 

 よしとして、課長に聞きますけれども、

２５０万ですか、そこの赤字が水道料が４０万か

ら５０万、ずっともろもろして赤字です。それを

有川さん、その無償譲渡の中で、どこで解消され

たんでしょうか。やれるという、年間二百何万の

赤字です。 

○水道管理課長（元石功一）協議をする中で、

やはりそういった経営的に厳しいというのは十分

御存じで、指定管理者の経営状況の中身も確認し

ながら結論に至ったということなんですが、まず

は人件費が非常に大きくなりますよねということ

で、人件費についてどういった削減策があるのか

といったことで、有川さんには、もう家族経営で、

そういった人件費を抑えていこうという、そうい

った考えをお持ちでした。家族経営でやっていこ

うと。 

 それと、あと水道料金がやはりあそこも源泉の
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温度が高い関係で、水道料金も高いといったこと

で、それを解消する手段、そういったのも今後私

が考えていきますよといった、そういったお話も

されました。 

 今、あそこは泉源から二つのルートで公衆浴場

まで来ています。中学校の敷地から来るやつと、

水路にあるそういった配管で、「水路にある配管

を有効に使って、温度を下げる工面を私は何とか

やってみたいです」と。そういった技術的なノウ

ハウというのをいろいろ考えていらっしゃいます。 

 そういったこと等をあわせて、「何とかもうけ

なくてもいい」と。「とんとんになればいいで

す」といったこともおっしゃいました。 

 そういった中で、「経営をしていきたい」と、

そういったことでございます。 

○委員（大田黒 博）わかりました。その点に

ついては、極力赤字が解消できるような、そうい

うちゃんとしてやって、無償譲渡ちゅう形にして

ほしいなというのがあります。 

 ただ、少し確認を、私にされたのが、７２９万

の評価額が出てます。これが有川商店さんに行っ

て、そのまま１０年の契約、これも１０年でかえ

るんですけ、その間に温泉は継続しなきゃいけな

いちゅうことですよね。そこに違約、さっき副委

員長が言われた違約金が発生するというような、

やっぱ入れてあるわけですか。そのままもう無償

譲渡で有川商店のそういうもので全部進めていく

ちゅうそういう考えはどうなんでしょうか。 

○水道管理課長（元石功一）契約の中では

１０年間はそういった温泉、公衆浴場をしてくだ

さいというのがまず一つの条件でございます。あ

と、契約の解除といった場合に、損害賠償を請求

しますよと、そういったことはうたってございま

す。その契約を解除する原因がどういった原因な

のかによって、有川さんに損害賠償を請求するの

か、あるいは請求しないのか、それはその契約の

解除の方法によってまた変わってくるとは思いま

すが、そういった条項も設定をしてございます。 

○委員（大田黒 博）それであれば、もう一つ

だけ、来年４月からスタートします。そうしたと

きに、隣のワーキングプラザを財団法人で立ち上

げておられるんです。その方々は、当然、大村温

泉との供用を図りながらやっていかなきゃならな

いと。やっぱり大村地区コミの活性化のためです

よ。そこに、少し駐車場が絡んできますので、温

泉に来られる駐車場の供用も別にいいと思うんで

すけども、逆に有川商店の方々にもそういうもの

をしっかりと伝えておってほしいなと思うんです。

そうしないと、商工政策部のほうの課のほうが、

すんなり貸し付けをして、温泉のごたごたしなが

ら貸し付けをした中に、「あんたたち平等じゃね

やよ、初めの説明の仕方も」ちゅうなのが出てい

ましたけども。それはそれとして、それぞれの所

管のやり方が少し違ったのかなとは思っているん

ですけれども。やはり住民に説明するには、基本

的なものは住民の活性化のために、あるいはそう

いう温泉の利活用のためにあるわけですから、そ

ういう駐車場の問題とか、ごたごたがないように、

そういうものは一つお含みを有川商店さんのほう

にもしておっていただけないでしょうか。 

○水道管理課長（元石功一）今回、譲渡したの

は、公衆浴場が建っている敷地、それを譲渡をし

ます。駐車場については、これは供用ですよとい

ったことで、有川商店のほうには確認をしており

ます。 

○委員（大田黒 博）今言う、それはそれでい

いんですけれども、何かあったときに、やはりお

互いに財団法人の方々と有川商店とのそういうも

のは、局長以下、少しお話をしとっていただかな

いと困りますので、お願いしときますちゅうこと

です。 

○水道管理課長（元石功一）わかりました。 

○委員（川畑善照）これまで、今、温泉関係が

三つありましたが、全部貸付です。無償貸付です。

今回だけ譲渡になっている理由と、それから

１０年間は約束されてるけど、１０年後にやめら

れると違反にならないわけです。そういうことや

ら考えて、それから固定資産税の問題、不動産取

得税の問題と、そういうのをちょっと説明してく

ださい。 

○水道管理課長（元石功一）さっき四元課長の

説明もございましたが、全てを無償譲渡というこ

とで方針は出されておりました。しかし、市比野

地区については、保健センター、それから休養会

館という、そういった複合施設ということで、な

かなかそれが譲渡はできないといったことで貸付

に方針を変更したということでございます。 

 あと、そういった税の関係、一応、税について

は市の税と、あるいは法人税、国の税というのが

ございますが、まずは、無償譲渡にかかわる評価
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が、これ不動産価格の関係で評価をしていただき

ましたが、７００万という評価が出ましたので、

これについては当然、法人税が課税されるといっ

たことで、法人税が１５％ということになります。 

 あと、名義変更をしますが、これについて登録

免許税というのがかかります。これが１０００分

の２０というふうになります。 

 あと、市のほうの固定資産税、これが

１０００分の１４ということで、これも固定資産

の税がかかるというふうになります。固定資産の

税については、まだちょっと今から分筆をしまし

たので、ちょっと評価をしてもらって、どのくら

いかかるよというのはまた有川さんのほうには伝

えていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（川畑善照）赤字経営でやってきた地区

コミの協議会のほうでは。そういうことやら、前

の黒木温泉にしても、なかなか厳しい状況なのに、

貸し付けです。それで、譲渡をしないで貸し付け

たほうがよかったんじゃないかなと思うんですけ

ど。やはりそういうところが何でなったのかなと

いうのが疑問になったのと。今後、１０年続けら

れたにしても、いずれ大村はなくなるんだという

ことになるかもしれない、経営状況によっては。

だから、そこんところが不安定材料じゃないかな

ち思うんですけど、そういうところはいかがお考

えなんですか。もうただでお渡しするわけですか

ら、後はもう自由、１０年間以外はもうフリーに

なりますよね。そういうところを。 

○水道管理課長（元石功一）条件としては、

１０年間は公衆浴場として営業してくださいとい

ったことで契約の中には入っております。 

 その１０年先を、今、契約の中でちょっとうた

うことは、なかなか難しいというふうに考えてお

ります。あとは有川さんのほうに頑張って、ずっ

と経営をしてくださいというお願いをするしか、

契約上はそういったことでお願いをするしかない

のかなというふうには考えております。 

○委員（新原春二）２点お知らせください。 

 まず１点は、先ほど大田黒委員のほうからもあ

りましたように、公募をしなかったというのは、

決定的なミスですよね。というのは、理由はわか

るんです。もうやり手がないので、どうにかもう

やりたいと手が挙がった人に、会社について、お

願いしますというのはよく理解はできるんです。

まず、総体的にないという判断、ほかにないとい

う判断でされたんでしょうけども。しかし、現実、

そうしたものが、ほかに、もしあったとすれば、

そこが法的なものになってくれば、いかがなもの

かな。やっぱそういう面では、コミ協の不協和音

になっていくのかなと思いますので、今回はもう

ここまで来ているので、そこはよしとして。これ

からはきちんとやっぱ公募をかけて、こういう状

況であっても、公募をかけてからそういったもの

に動くちゅうことでないと、やっぱりまずいのか

なと１点を指摘をしながら。次、今度はコミ協と

地域の方々、もしそういうのがあればまずいので、

もう一回、コミ協とそうしたものの有川商店さん

になったいきさつについて、もう一回、コミ協と

十分、前もされてきたんでしょうけども、そうい

うほかに新たにそういう業者があったとすれば、

非常にまずいことなので、そこ辺の調整をもう一

回やる必要があるのかな、やってほしいなという

ことをまず要望しときます。 

 それからもう一点は、具体的な関係なんですが、

以前、藺弁田池のレイクサイドいむた清風さんに

譲渡をした後に、泉源からホテルをつなぐ導管に

８００万追加をしました。市道じゃなくて、民地

を通っていたということで、市道にまた移した

８００万があったんですが。今回の場合は近いこ

とは近いんですけど、先ほどの話の中では水路を

通っているちゅうことと、学校用地を通っている

ちゅう二通りあるちゅうことです。学校用地は市

の持分でいいんですけども、今度は水路になって

きますと、民間になりますから、土地改良区から

利用料を請求された場合に、この料金をどっちが

払うのか。もちろん譲渡ですから、当然、有川商

店さんが払わないけないんだけども、まだその発

生するかしないかはわかりません。通常でしたら、

土地改良区の施設を走るんだったら、請求されて

も、これは払わなきゃいけない代金だと思います

けども。そうした導管についてのこの一式の中に

入っているんでしょうけども、そこら辺の説明を

してください。 

○水道管理課長（元石功一）まず１点目の関係

です。公衆浴場については、地元密着型といった

ことで、当初は、もう地区コミに譲渡をするとい

う方針でした。もう公募ではなくて、地元の地区

コミに譲渡をするといったことが始まりで、他の

施設とは最初の走りが公募をするということでな
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くて、地元の地区コミに譲渡をするということで

走っておりました。それもあって、地元に準じる

ような団体が出れば、もう公募はしなくて、そこ

と契約を交わしていこうという、そういった考え

で走っておりました。そういった公募ですべきだ

ということでなんですけれども、当初の走りが、

もう地元の地区コミに譲ると、そういった考えで

ありましたので、若干、その辺が我々としてもそ

ういった最初からもう決めていたと、地元の地区

コミに決めていたといったことで、なかなかそう

いった公募というふうにならなかったというか、

地元を中心に考えてきたといったことで、そうい

うふうな結果になったというふうに考えておりま

す。 

○上水道課長（四元新一）私のほうから２点目

の施設の関係です。 

 今、委員のほうから指摘がございましたように、

まず１本は学校の敷地内、１本は土地改良区管理

の水路の中を走っております。 

 学校敷地内にある配管につきましては、校舎の

間を通っておりますもんですから、今後、要は民

間譲渡したときに管理がちょっと難しくなるとい

うことで、今回、年度内に配湯管の布設がえを行

います。それは水路脇に、学校敷地内は学校敷地

内なんですけど、水路の脇のほうに入れかえてい

くというので、きょう教育委員会のほうとも一応

協議をしまして、今、事務を進めているところで

ございます。 

 あと、水路の中に入っている管につきましては、

従来、あそこは泉源の温度がちょっと高いもんで

すから、少しでもさますために、水路の中をとい

うことで、多分あったということで聞いておりま

す。それにつきましても、当然、民間譲渡する関

係で、土地改良区のほうとも一応協議をしながら、

今後の取り扱いについては、きっちりとそこはや

って、そうした上で一応譲渡はしたいというふう

に、今、事務は進めているところでございます。 

○委員（新原春二）土地改良区の関係について

は、土地改良区も通らなければ何も問題ない。学

校敷地、ちょっとそしたら問題ないんですけども、

それでぜひ、行って、土地改良区にもそういうよ

うな話伝えてください。 

 そもそも公募の意見なんですが、それはよくわ

かります。コミ協にして、そういう横滑りでそう

したというのはわかります。ただ、譲渡ですから、

譲渡、民間にくれるわけですから、これはやっぱ

りちょっとコミ協にやるのと民間にやるのとは質

が違います。コミ協にやるんなら、何もそれでい

いんです。民間にやると、もしそのコミ協の中で

ほかに業者があったとすれば、それは後々また問

題が発生をするので、だから、今回はそういうこ

とで、コミ協の中でいろいろ話をされてきのであ

れば、それで落ち着くんであればそれでいいけど

も。基本的には民間に譲渡をする場合は、やっぱ

り公募の原則に立ち返って、敷地内にあるのかな

いのか。例えば１社あって、その人がやるのかや

らないのかわからんけども、その人がやるちゅう

のであれば、なければそれで来るわけだし、もし

あれば、当然入札をせないかんわけですから、そ

こら辺はきちんとしておかないと、水道局に関す

るもんだけではなくて、市全外が一つの考え方に

なってきますから、そういうものはきちんと守っ

て、総体的にここのコミ協がそうだったからって、

ほかの人はそうはいかないわけですから。全体的

な、やっぱり総体的な公募のあり方について、き

ちんとしておかないと、あそこはこうやった、こ

こはこうやったではいけなので、そこら辺はきち

んと整理をしたほうがいいのかなと思いますので。

今回については、私は認めます。ただ、公募のあ

り方については、ぜひ一考をしてほしいという要

望をしときます。 

○委員（大田黒 博）中学校の敷地内に足湯が

あります。あれはどうなります。 

○上水道課長（四元新一）教育総務課のほうと

も話をしましたら、一応、現在、今、足湯も使っ

てないということで、もう教育委員会としても廃

止を考えているということで。あれを使うんだっ

たら、定期的な検査とか、そういったのも必要で

あるし、現在、使われてないから、今後廃止した

いという意向でした。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）あの足湯が大村温泉がで

きて、中学校の敷地内に足湯が新聞に大きく載っ

て、公表された経緯があるんですよ。その辺は教

育委員会とその詰めの中で、そういうもろもろが

出て、しっかり審議されたのか、ちょっと心配し

ますよね。簡単に廃止になっていいのか。もっと

全然違った形での用途があるような気もせんでも

ないんですけども、課長が、さらっというそうい

う問題じゃないんじゃないのかなとは思っておる
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んですけど。 

○水道局長（落合正浩）今ありましたように、

常設をした管がありますと、いろんな検査の関係

とかあったりします。学校としても常時使ってい

るわけでもございません。今後、何かのイベント

とか、そういうピンポイント的に使いたいときに

は、いわゆる小さなプールみたいなもんですから、

お湯をくんできて、そこに入れて、足湯という形

の利用はできるわけですので、そういう活用の仕

方については、温泉側としても協力はしますよと

いう話はしております。 

 だから、どこから入れるかじゃなくて、そこに

温泉があれば足湯になっていくわけですので、そ

ういう形での今後の使い方はできますよねという

話はしているところでございます。 

○委員（大田黒 博）しっかりやりながら、学

校敷地内に足湯があるんですねと、学校敷地内で

すから、自由に入ればできますかという確認もあ

ったり、よそから来られた人はそういう経緯があ

ったんです。それをクリアして、あの中での足湯

の活用されてる経緯があるわけです。そんなに簡

単に、はい、足湯がなくなりましたちゅう説明で

いいんですかと思うんです。だから、しっかりそ

の中には、今、局長が言うように「使うこともで

きます」とか、「近くにそういうものを移行しま

した」とか、そういう問題で、もう少し真剣に考

えてほしいなと。だから、中学校の敷地内に足湯

を設けたという経緯をもうちょっと確認しながら、

だめであったら、その説明をしっかりと、あそこ

のどこかにか表示してやって、ここはあれで、足

湯を利用されていましてありがとうございました

ぐらいしたほうがいいんじゃないかなと思う。 

 だから、あそこの裏門がありますけれども、あ

そこの足湯に行く、行き来の問題にしても、賛否

両論いろいろありまして、落ち着いた経緯もあり

ますから、そんなに簡単に変えるのかなと思った

もんですから、その確認だけはお願いします。 

○上水道課長（四元新一）わかりました。今の

委員の御意見は十分承知しました。私どもも教育

総務課と協議する中で、足湯はやっぱり気になっ

たもんですから、「どうされますか」ということ

で、一応、御確認はいたしました。その際は、

「今現在、使用してないから、この際、廃止して

も」ということでありましたけど。再度、今度は

配湯管の布設がえをしますので、その前にきっち

りともう一回、教育総務課のほうには話をして、

確認をとって実施しますので。 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第２９２号 平成２７年度薩摩川内

市簡易水道事業特別会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第２９２号平

成２７年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正

予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○上水道課長（四元新一）それでは、議案第

２９２号平成２７年度薩摩川内市簡易水道事業特

別会計補正予算について説明いたします。 

 まず、歳出から説明いたしますので、予算に関

する説明書（第６回補正）の８０ページをお開き

ください。 

 １款１項１目一般管理費８３０万１,０００円の

増額は、説明欄記載のとおり、実績に基づく職員

の時間外手当の調整のほか、平成２６年度決算に

伴い確定しました消費税及び地方消費税を計上す

るものでございます。 

 次に、８１ページをお開きください。 

 ２款１項１目施設整備費４６０万円の減額は、

説明欄のとおり、鹿島簡易水道建設事業にかかわ

るもので、国の補助内示の減額に伴い、配水管の

整備延長が減となったため、接続する給水管の工

事請負費等の調整を行うものでございます。 

 次に、８２ページをごらんください。 

 ３款１項２目利子３５万４,０００円の減額は、

説明欄のとおり、長期債償還利子の確定に伴い、

調整するものでございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、７７ページをお開きください。 

 ４款１項１目簡易水道事業補助金、補正額
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３３６万円の減額は、鹿島簡易水道建設事業費の

減額に伴い、特定離島ふるさとおこし推進事業補

助金を調整するものでございます。 

 次に、７８ページをごらんください。 

 ６款１項１目一般会計繰入金、補正額７９０万

７,０００円の増額は、一般会計からの繰入金によ

る財源調整でございます。 

 次の、７９ページ。 

 ９款１項１目簡易水道事業債、補正額１２０万

円の減額は、鹿島簡易水道建設事業費の減額に伴

い、調整するものでございます。 

 ここで７４ページに返っていただきまして、第

２表地方債補正ですが、鹿島簡易水道建設事業費

の減額に伴いまして、限度額を１,８５０万円とす

るものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３０２号 平成２７年度薩摩川内

市水道事業会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第３０２号平

成２７年度薩摩川内市水道事業会計補正予算を議

題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、別冊と

なっております水道事業会計予算書（第２回補

正）の２ページをお開きください。 

 議案第３０２号平成２７年度薩摩川内市水道事

業会計補正予算について御説明いたします。 

 今回の補正予算は、丸山浄水場の運転管理業務

委託の期間が終了することから、新たに債務負担

行為を設定するものでございます。期間を平成

２７年度から平成３０年度まで、限度額を３億

２,３００万円とするものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第２９１号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第２９１号平

成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

します。 

 当局に補足説明を求めます。 

○上水道課長（四元新一）それでは、議案第

２９１号平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予

算のうち、上水道課分について説明いたしますの

で、予算に関する説明書の４１ページをお開きく

ださい。 

 ４款３項１目水道費、補正額７９０万

７,０００円は、右側の説明欄に記載のとおり、簡

易水道事業特別会計への繰出金でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 
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 ここで、議案第２９１号平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局からの説明がありますか。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、２点ほ

ど報告をさせていただきたいというふうに考えて

おります。 

 まず一つ目ですが、旧消防局庁舎の改修工事が

終了しましたので、１２月中に引っ越しを完了す

る予定でございます。来年１月４日から新水道局

庁舎で業務を開始することとしております。 

 二つ目です。水道局窓口業務の民間委託につい

て、現在、契約事務を進めております。今回の民

間委託は、水道、下水道の料金及び負担金等の窓

口事務、それから水道の検針業務、それから開栓、

閉栓業務、それから収納業務、滞納整理業務、給

水工事の申請業務、それから配水設備の申請業務、

小型合併浄化槽の申請業務など、全ての窓口業務

を委託することとしております。窓口を一本化す

ることで、ワンストップサービス化を図り、市民

サービスの向上に努めるとともに、業務の効率化、

経費節減を図るものでございます。 

 委託業務につきましては、新庁舎の１階部分を

水道局お客様センターとして来年４月１日から業

務開始することとしております。契約が整い次第、

契約の相手、契約金額等、詳細につきまして、主

要事項処理報告により報告をさせていただきたい

というふうに考えております。 

 以上、報告を終わります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて所管事務全般について、

質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）今から引っ越しをされて、

あわただしい年の暮れだろうと思うんですけど、

ぜひトラブルのないようにお願いします。 

 以前、申し上げてましたように、この引っ越し

にかかって、東郷の今ある水道局の周辺の民間の

事業者の方々から、お昼御飯とか、そういうとき

には売り上げが減るとか、そういう苦情というの

は最後までなかったのかどうか。もしあられた場

合は、どのような説明をされて納得していただい

たのか、ちょっとその辺の経緯を、もしあれば説

明をお願いします。 

○水道管理課長（元石功一）つい先日、東郷地

区の地区コミ連絡協議会がございました。その中

で、今回、水道局が原田町の旧消防庁舎のほうに

移転しますと、長い間、いろいろありがとうござ

いましたちゅうことで説明をさせていただきまし

た。その中では、何もそういったことは出ません

でしたが、「忘年会は東郷でしてくんやんを」と

いった、そういった御要望がございました。 

 東郷で、うちも公用車二十数台持っていますの

で、そういった燃料費、あるいは昼食に利用して

おりましたけれども、そういった苦情めいたこと

は承ってはいまいところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（谷津由尚）それを聞いてちょっと安心

をしました。表面的には出てないにしても、やは

り東郷のあのあたりで食堂とか、飲食業を営んで

おられる方は、大変人情の厚い方が多いもんです

から、恐らくそういうことを思われてても、口に

はされないだろうという方がほとんどだと思いま

す。なので、場所は移ってしまうんですけども、

それだからといって、全然そういうものはなかっ

たよという認識ではなくて、やはりそこは気持ち

の片隅には、やっぱり地元の方に我慢していただ

いているという意識は常にお持ちになったほうが

いいかと思いますので、ぜひよろしくお願いしま

す。 

 それともう一点です。この窓口業務を一本化す

るのは非常にいいことだと思います。これによっ

て、具体的に窓口を委託されるわけですけど、そ

のメリットというか、市民の方にメリットが当然

事務処理的にも楽になるとかあると思うんですが。

具体的にはどんぐらいのメリットがあるのか、何

らか数字であらわせるものがあるのか、ないのか、

言葉でもよろしいですので、ちょっともし今わか

っておられれば、このぐらいのメリットは出るよ

というのがあれば説明をお願いします。 

○水道管理課長（元石功一）目で見えるもの、

数字的なものといったことでの質問ですが、水道

事業、それから下水道事業、それから農業集落、

それから小型合併浄化槽とさまざまな会計に区分

されたものを一つにするといったことで、費用的

なそういったメリットというのが出ております。

水道事業に関していえば、１,０００万以上の経費

節減といったことが出ております。 
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 あと、今回、契約するそういった相手というの

が、全国的な傾向なんですが、そういった業務を

実際も受託されております。その中で、収納率の

向上というのも民間委託することで上がっている

といったことの情報も得ております。経費節減、

あるいは収納率、それから市民の皆様がそこに来

れば全てのことができると、ワンストップで全て

のことができると、そういったサービス向上とい

うのがメリットというふうに考えています。水道

事業では１,０００万以上の経費節減ができたとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（新原春二）新庁舎ができて、士気も新

たに水道事業に取り組んでいただけるんだろうと

思い、大変うれしく思います。 

 庁舎の改修が終わったということで、もうなお

るんですよね。できたら建設水道委員の皆さんに

平面図等も含めて、どんな配置をされているか、

全然我々もわかりませんので、そこら辺をペー

パーでいいですので、お渡しできませんでしょう

か。 

 もう一つは、窓口業務がそうして民間委託にさ

れるわけですけども、ワンストップでやる部分に

ついては非常に大賛成ですし、非常にすばらしい

ことだと思います。その業務をやっぱり我々も知

っておかないといけないんで、どういう業務があ

るのかちゅうことで、それもペーパーでできたら

お知らせいただきたいなと思います。いかがでし

ょうか。 

○水道管理課長（元石功一）わかりました。そ

ういった資料についても御準備をさせていただき

たいと思います。 

 また、来年４月１日にオープンするんですが、

そこで開所式というのも考えておりますので、ま

た建設水道委員の皆様には御案内をしたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（宮里兼実）ほかに、いいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、水道管理課及び上水道課を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 

△下水道課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、下水道課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第２９３号 平成２７年度薩摩川内

市公共下水道事業特別会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）それでは、議案第

２９３号平成２７年度薩摩川内市公共下水道事業

特別会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）下水道課です。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、議案第２９３号平成２７年度薩摩川

内市公共下水道事業特別会計補正予算について説

明いたします。 

 予算書の９５ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 ２款１項１目施設整備費の公共下水道整備費委

託料１,０００万円の減額は、国の補助金でありま

す社会資本整備総合交付金の内示額の減額による

ものでございます。 

 次のページ、９６ページをお開きください。 

 ３款１項２目利子４万７,０００円の減額は、長

期債償還利子の額が確定したことに伴うものでご

ざいます。 

 次に、歳入について説明いたしますので、

９２ページをお開きください。 

 ２款１項１目公共下水道施設使用料１２０万円

の減額は、当初見込みより使用水量が少なくなっ

てきていることによるものでございます。 

 次のページ、９３ページをお開きください。 

 ３款１項１目公共下水道事業費補助金５００万

円の減額は、社会資本整備総合交付金の内示額の

減額によるものでございます。 

 次のページ、９４ページをお開きください。 

 ４款１項１目一般会計繰入金３８４万

７,０００円の減額は、歳出の補正に対応し、減額

するものでございます。 

 続きまして、債務負担行為につきまして説明い

たしますので、８９ページをお開きください。 

 第２表債務負担行為は、中甑中野浄化センター

の包括的民間委託が平成２８年３月をもって完了

することになるため、事業の継続性から、平成

２７年度中に契約を行い、平成２８年度から平成

３０年度まで新たに３年間の限度額６,４００万円

以内で締結しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し



－20－ 

 

上げます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（谷津由尚）済いません、１点だけ。先

ほどありました国の社会資本整備総合交付金の減

額ということで５００万のマイナスなんですけど、

これは今回の補正予算でこれ出されているんです

けど、ことし１年、来年３月まで、ことし平成

２７年度を通じて、どれぐらいの減額になる予想

なのかが一つ。二つ目が、この減額に対して事業

をやらないところが出るのか、あるいは一般財源

で補うのか、そこをちょっとお願いします。 

○下水道課長（徳重勝美）今年度のこの委託料

なんですけども、向田汚水幹線の耐震診断を行う

予定でございまして、当初は診断から対策の検討

まで行う予定でございましたが、本要望

１,３００万に対しまして内示額が５,２００万円

でしたので、今回、この委託料の中身を耐震の診

断のみを実施するということで、あと対策と検討

の実施までは来年度行うというふうにしてござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員（谷津由尚）わかりました。対策、検討

を次年度に繰り越すということなんですが、そう

なった場合、本来、本年度にやるべきことが来年

度に行っちゃうわけですけど、そこにリスクとい

うのは発生しないんですか。 

○下水道課長（徳重勝美）この耐震診断は、い

つ大きな地震が起きるかわかりませんので、でき

るだけ早くやりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）いいですか、ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第２９４号 平成２７年度薩摩川内

市農業集落排水事業特別会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第２９４号平

成２７年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計

補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

２９４号平成２７年度薩摩川内市農業集落排水事

業特別会計補正予算について説明いたします。 

 予算書の１０５ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 ３款１項２目利子２０万２,０００円の減額は、

長期債償還利子の額が確定したことに伴うもので

ございます。 

 次に、歳入について説明いたしますので、

１０４ページをお開きください。 

 ４款１項１目一般会計繰入金２０万２,０００円

の減額は、歳出の補正に対応し、減額するもので

ございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第２９５号 平成２７年度薩摩川内

市漁業集落排水事業特別会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第２９５号平

成２７年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計
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補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

２９５号平成２７年度薩摩川内市漁業集落排水事

業特別会計補正予算について説明いたします。 

 予算書の１１３ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 ３款１項２目利子３１万円の減額は、長期債償

還利子の額が確定したことに伴うものでございま

す。 

 次に、歳入について説明いたしますので、

１１２ページをお開きください。 

 ４款１項１目一般会計繰入金３１万円の減額は、

歳出の補正に対応し、減額するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第２９１号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第２９１号平成２７年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

２９１号平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予

算のうち、下水道課分につきまして説明いたしま

す。 

 予算書の４４ページをお開きください。 

 ６款３項４目農業集落排水費では、農業集落排

水費におきまして、農業集落排水事業特別会計繰

出金を２０万２,０００円減額するものであります。 

 次に、４６ページをお開きください。 

 ６款５項５目漁業集落排水費では、漁業集落排

水費において、漁業集落排水事業特別会計繰出金

を３１万円減額するものであります。 

 次に、５３ページをお開きください。 

 ８款５項４目下水道費では、下水道管理費にお

いて、職員手当等時間外勤務手当７０万円の減額

及び公共下水道費において、公共下水道事業特別

会計繰出金を３８４万７,０００円減額するもので

あります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第２９１号平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局からの説明がありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）これより所管事務全般に

ついて、質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、下水道課を終わります。御苦労さまで

した。 

────────────── 

△建設政策課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、建設政策課の審査

を行います。 

────────────── 

△議案第２９１号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）それでは、審査を一時中

止しておりました議案第２９１号平成２７年度薩

摩川内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設政策課長（須田徳二）それでは、議案第
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２９１号平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予

算のうち、建設政策課分について御説明いたしま

す。 

 予算書の５０ページをお開きください。 

 ８款１項１目土木総務費において１１６万

１ ,０００円を増額し、補正後の額を２億

７,７７５万３,０００円とするものであります。 

 補正の内容でありますが、説明欄記載のとおり、

事項土木総務費において、本年８月の台風１５号

の災害対応に伴い、時間外勤務手当が不足したた

め、職員手当等を増額するものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第２９１号平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局に説明がありますか。 

○建設政策課長（須田徳二）それでは、所管事

務報告いたします。 

 １１月８日に開催されました南九州西回り自動

車道阿久根川内道路の中心杭打ち式には、委員長、

副委員長を初め、多数御出席いただきましてまこ

とにありがとうございました。 

 また、国土交通省のホームページ等にも掲載さ

れ、皆様も御存じとは思いますが、今月１９日に

は野田インターチェンジから阿久根北インターチ

ェンジが開通いたします。今回は、出水市と阿久

根市間ということで、開通式への案内は市長のみ

でございました。 

 それでは、今回は川内市街部改修事業大小路地

区の河川空間整備について、これまでの経過を含

め、中間報告をいたします。 

 建設部の委員会資料１ページをお開きください。 

 まず、（１）の取り組みの概要でありますが、

先日も少し説明させていただきましたとおり、現

在、大小路地区において、都市計画道路大小路中

郷線と連携して実施されております川内川引堤事

業によりまして、新たな河川空間が生まれますこ

とから、この水辺空間を市民の憩いと親しみやす

い魅力ある河川空間にするため、地域住民の参加

のもと、検討会－せんで川夢見る会と申します

－を立ち上げ、利活用及び維持管理等について

検討を進めているところであります。 

 次に、（２）のこれまでの経過でありますが、

昨年９月に第１回検討会を開催し、参加メンバー

に対し、河川改修事業の概要や河川空間整備の趣

旨説明を行い、参加メンバーによって、本検討会

の名称、せんで川夢見る会を決定していただいた

ところであります。 

 昨年１２月に開催した２回目の検討会では、実

現可能、不可能にかかわらず、メニューに抽出を

行った結果、メンバーからは競艇場や甑島航路の

港、ミニ水力発電所など１００以上のメニューが

出されました。そのほかにもゴーカート、モトク

ロス、ナイター設備、桜並木、有料ゴルフ場とい

うようなものが出されております。 

 ことし４月の第３回検討会では、メンバー等に

変更もありましたことから、前回、抽出されたメ

ニューの紹介と新たなメニューについても出して

いただき、検討を行ったところであります。 

 ことし９月の第４回検討会において、これまで

出された１００以上のメニューを治水上の安全性

や利用時の安全性、維持管理上の問題などを検証

し、計画に反映していくものと、反映困難なもの

に分類し、実現可能なメニューについて整備主体、

利活用、維持管理主体等について検討していただ

いたところであります。 

 また、資料には掲載しておりませんが、先月

２０日に先進地であります山鹿市の菊池川の現地

視察も行い、検討メンバーからも１４名に参加し

ていただき、菊池川河川事務所、山鹿市及び利活

用維持管理を行っている団体からの説明を受けて

きたところであります。 

 次に、３の実現可能性の検討結果についてであ

りますが、資料の２ページをお開きください。 

 右下に掲載してありますイメージ図は、左側の

青のところが通常川内川の水が流れているところ

で、右側の赤い部分が新しい堤防、その右が都市

計画道路中郷五代線になります。 

 今回、新たに生まれる河川空間は、左側の水面

から少し上がったところの３０メートルから

８０メートルと表示してある区域で、河川の高水
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敷と呼ばれているところになります。 

 全体の配置図は、実現可能性の検討結果をもと

に配置したものでありますが、この配置された面

には、あくまでも整備主体の費用負担や維持管理

主体の課題など、今後の検討の中で条件が整った

場合に実現可能となるものであります。 

 配置につきましては、イベント、歴史ゾーン、

フレンドリーゾーン、スポーツゾーンと分けてお

りますが、これらを進入路や駐車スペース、管理

用通路で連絡することで、一体的な利用も可能と

考えております。 

 配置図には、具体的な整備面には表示しており

ませんが、左側の太平橋付近のイベント、歴史

ゾーンでは、イベントスペースとして花火大会や

レガッタ大会等の観覧用の階段護岸や、こいのぼ

りフェスティバル用のこいのぼりの設置施設、薩

摩街道の渡瀬口の整備などを検討しているところ

であります。 

 次に、真ん中付近のフレンドリーゾーンであり

ますが、こちらは各種イベントも開催できる多目

的広場や公園整備として休憩用のベンチやあずま

や、トイレ等の検討を行っております。 

 最後に、右側の新幹線から上流でありますが、

高水敷が最も広い箇所となりますことから、ス

ポーツゾーンとして少年サッカーやグラウンドゴ

ルフ等ができる多目的運動広場や、それに付随し

た倉庫等の検討を行っているところであります。 

 資料の１ページに戻っていただき、（４）にな

ります。（４）の整備主体と維持管理主体の基本

的な考え方でありますが、まず、整備主体は、堤

防本体に附随するもの、進入路、駐車スペース、

階段、管理用通路等は国が整備し、上物、外灯、

ベンチ、トイレ等については市が整備することと

なります。 

 また、駐車スペースの舗装や多目的広場の張芝

等につきましては、国で整備可能か、今後の検討

課題となっております。 

 次に、維持管理主体でありますが、河川空間を

面的に市が占用し、利用するスポーツ団体等が明

確なものについては、その団体と市が協定を締結

し、利用団体が実施することとしておりますこと

から、草刈り等の頻度や草刈り機等の貸与等、今

後の検討課題となっております。 

 また、不特定多数が利用する箇所につきまして

は、市において維持管理を行うこととなります。 

 最後に、（５）の今後の予定でありますが、第

５回の検討会を今月、第６回を来年３月に開催す

ることとしており、整備主体や利活用、維持管理

主体等の検討を進めるとともに、新たなイベント

等の可能性についても検討していくこととしてお

ります。 

 最終的には、来年６月の第７回の検討会までに

整備主体や利活用、維持管理主体等の検討を終え、

整備メニューを決定したいと考えております。 

 また、新たなイベント等の検討につきましては、

第７回以降も必要に応じて検討会を開催していき

たいと考えております。 

 参考は、検討会の構成メンバーであります。可

愛地区の自治会長、市議会議員さんを初め、これ

まで大小路地区の河川改修事業に対し、意見をい

ただいております川内川市街部右岸改修等対策連

絡協議会の方々、関係団体として、少年サッカー、

グラウンドゴルフ、各種イベント等の代表者に参

加をいただいております。 

 また、市も建設部の関係課を初め、商店街の活

性化や観光振興への可能性も視野に入れて、商工

政策課や観光・シティセールス課、市民スポーツ

課へも協力を依頼しているところであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて所管事務全般について、

質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）この件については、私ども

も意見交換会を地元だからさせていただきまして、

また、そのときにはいろいろとまた御相談に乗っ

ていただきましてありがとうございました。 

 今後、まだあと３回ほどされるということです

ので、いろいろこのスペースの広場の有効活用と

いう意味では大変重要な課題だと思いますので、

その進め方の議論については、きっちりとやらな

いかんと思うんですけど。その前に一番何を基準

に考えるべきかと思ったときに、皆さん十分そう

お考えだと思うんですが。もう今は、今まで経験

し得なかった大雨というのをしょっちゅう経験す

るような頻度で降るという、先日もテレビでそう

言っていましたが。ということは、先日の説明で、

この河川敷が年に２回ぐらいは浸水するだろうと

いうことを、今の段階で予想はされてるんですけ

ど、今後の気象条件からいうと、さらにその頻度
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も上がるんではないかという可能性もあって、そ

うなったとき、浸水したときに、竹とか木とか、

ああいうのがすごくたまっちゃうわけです、内側

ですから。その辺のやっぱり除去するのにどの程

度労力がかかるのかと。そうしたときに、構造物

がそこにもしあった場合に、どうなのかという、

そういう観点から、実はこの辺に何をつくるかと

いうのは進めていったほうがいいんじゃないかと

いうふうにも思ってまして、そういう意味で地元

の方にそういうアドバイスをされながら進めてい

くべきじゃないかと思うんです。その辺について、

ちょっと何かお考えがあれば。 

○建設政策課長（須田徳二）谷津委員の質問で

すけども、当然、この高水敷というところは、洪

水が発生すれば、当然、水が流れるという状況の

ところです。川内川の試算では、やっぱり二、三

回は毎年つかるだろうということで、それについ

て、先ほども申し上げましたけど、治水上の安全

性を考えたときに、どういった施設は無理とか、

そういったのも検討しております。 

 最終的には、先進地であります山鹿市の菊池川

にも行って話も聞きますけれども、やっぱりそこ

も年数回は当然つかるということで、それを利用

する維持管理団体に任せるというのが、もう余り

にも無理がございまして、その状況に応じて国、

市、その団体というところを明確に、こういった

ものは国で、こういったものは市が、こういった

ものは団体がというような形で、協定、あるいは

占用のそういった、取り決めをしてやっているの

が現実です。竹切れとか、そういったやつは多分

市が片づけるとか、あと、もう土が来た段階では、

もうとても市もできないという状況があって、そ

れについては国のほうに要請をかけるというよう

なことで、遠賀川なんですけど、直方市なんです

けど、そちらはやっぱり維持管理に年間

１,０００万ぐらいの費用がかかっているという

－そういったことの管理にかかっているという、

こともあります。山鹿市の菊池川では、そういっ

た予算は組んでないということでしたので、その

状況に応じて、河川が蛇行しているとか、いろん

な条件によって、いろんなことが考えられますけ

ど、そこはこの検討会の中でじっくり話をしなが

ら、理解して進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）ほかにありませんか。 

○委員（大田黒 博）１点だけ、祁答院の冨田

専門職もおりますけれども、大村報徳学園の下の

進みぐあい、我々に再度できることはないのか、

１点だけお伺いします。 

○建設政策課長（冨田 守）大村報徳学園の下

につきましては、昨年度、お父様が亡くなりまし

て、地権者の名義の方ですが、亡くなられました。

ことし息子さんのほうが鹿児島市のほうにいらっ

しゃいまして、接触したんですが、お父さんの遺

志を継いでおられるちゅうか、悪い意味じゃない

んですけども、お父さんがこれまで反対されたこ

とをいろいろと書面で残されておられまして、そ

れを息子さんが読まれて、やはり簡単には返事が

できないということで、１回返事もらいました。

ただ、このまま置いとっても進みませんので、機

会あるごとに、市のほうとしましても接触をした

いと考えております。 

 まず、私は年明けに、またもう一回接触をした

いと考えております。地元の方々も、行かれても、

マンションがオートロックで、入れないんです、

関係者以外は。ですから、簡単には接触できない

ですし、電話番号もわからないところなんです。

ですから、できたら祁答院町のほうで時々帰って

こられるようですので、そちらのほうでもし接触

できたら、そういう形で地元の議員さん方も接触

していただければと思います。市としても、３月

までに私はもう一回、接触はしたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）玉龍高校の先生というこ

とで、どっか糸口がありゃせんのかいと思ってお

りますので、またよろしくお願いします。 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、建設政策課を終わります。御苦労さま

でした。 

 では、休憩します。１３時から。 

          ～～～～～～～～ 

          午後０時３分休憩 

          ～～～～～～～～ 

          午後１時  開議 

          ～～～～～～～～ 

○委員長（宮里兼実）休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

────────────── 

△建設整備課の審査 
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○委員長（宮里兼実）次は、建設整備課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第２８０号 薩摩川内市祁答院百年

杉の館野外ステージ条例を廃止する条例の

制定について 

○委員長（宮里兼実）まず、議案第２８０号薩

摩川内市祁答院百年杉の館野外ステージ条例を廃

止する条例の制定についてを議題とします。 

 当局に提案理由の説明を求めます。 

○建設整備課長（吉川正紀）それでは、議案第

２８０号薩摩川内市祁答院百年杉の館野外ステー

ジ条例を廃止する条例の制定について、説明いた

しますので、議案つづりその３の２８０－１ペー

ジをお開きください。 

あわせて、議会資料の１ページをお開きください。 

 この施設は、平成２年３月に完成し、約２５年

が経過しております。建物の老朽化、一部シロア

リの被害などにより今回条例を廃止しようとする

ものです。 

 また、今後の取り扱いについて観光・シティ

セールス課において行うこととなっております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議方お

願いいたします。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（大田黒 博）観光・シティセールス課

との話の中で、あとどういうふうになるんですか、

あそこは。廃止の後。 

○建設整備課長（吉川正紀）今、観光・シティ

セールス課のほうで地元のほうに一回説明会を開

いております。その段階で、まだ地元の方からは、

老朽化とかというのじゃなくて、もっとまだ大丈

夫じゃないのという意見も出されたみたいです。 

 今、観光・シティセールス課のほうで随時調査

等を行いながら、建物の老朽化なりシロアリの被

害等を調査し、今後、公園利用者に危険が及びそ

うだったら取り壊しの方向も視野に入れてやって

いるという話でした。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）これを廃止するというこ

とは、条例を、一応あそこをなくしますというこ

とですよね。違うんですか。これを、また廃止し

た後、どっかに移設、観光・シティセールス課の

ほうに何か持ち物が移行するというものになるん

ですけど。この説明わからないんですけど、条例

の廃止後。 

○建設整備課長（吉川正紀）以前から財産仕分

けの中で、この百年杉の館のことについていろい

ろと議論がされてきたところです。その段階では、

この建物については取り壊しの方向でということ

が出ております。公園係としては、ステージその

ものはできたら残してもらいたい、そしてステー

ジについては今後も建屋のほうは取り壊してもス

テージとして利用ができるという方向で考えて、

あのステージは、今後そういう建物がなくなった

ときは、そのステージだけは利活用ができる方向

で考えているところです。 

○委員（大田黒 博）わかるようで、わからん

ようなんですけど。 

 条例を廃止します、そうしたときには、この館

としてはもうないですと。どういう意味なんです

か。 

○建設部長（泊 正人）この館自体が木造でシ

ロアリも入っているということで、取り壊すとい

うことを前提に条例を廃止をしているのが整備課

から出されております。建設部から。 

 今、課長からありましたとおり、観光・シティ

セールス課のほうでは、地元と調整をして市とし

ては取り壊さないと無理だろうという話で動いて

おります。 

 ただ、地元としてはどげんかならんかというよ

うな話はあるということなんですけども。うちと

しては解体を見据えたということでこの条例を出

して、あと解体した後のステージは、そのままま

た利用できるようにしたいということです。 

○委員（大田黒 博）そこの、今、後段のほう

のそこなんです。ステージでイベントをしますの

で、それが損なわれはせんのか。そのイベントが

継続してできるのか。簡易的な舞台を設置します

とか、そういうのがあれば教えてほしいと思った

んです。大体わかりました。あと、これからまた

地元で検討していくということですね。 

○委員（谷津由尚）今のに、ちょっと関連して。 

 ということは、これをステージ分だけ使うとな

ったら、別の条例が出てくるということですね、

条例案が。観光・シティセールス課か、わかりま

せんが。 

○建設整備課長（吉川正紀）今、藺牟田池自然
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公園という形の公園になっておりますので、その

中の一部の施設という形で取り扱いをしていこう

ということで考えております。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）ですから、それはまた条例

案として出てくるんですか。それとも、もう条例

は、そんなのはなしで。 

○建設整備課長（吉川正紀）そのステージにつ

いての条例は出てきません。 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第２８１号 薩摩川内市入来観光施

設条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第２８１号薩

摩川内市入来観光施設条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設整備課長（吉川正紀）それでは、議案第

２８１号薩摩川内市入来観光施設条例の一部を改

正する条例の制定について説明いたしますので、

議案つづりその３の２８１─１ページをお開きく

ださい。あわせて、議会資料の２、３ページをお

開きください。位置図になります。 

 提案理由については本会議で部長が説明してお

りますので、省略いたします。 

 議案つづりの２８１─２ページをお開きくださ

い。 

 条例の題名を、現在、「薩摩川内市入来観光施

設条例」から「薩摩川内市入来公園施設条例」に

改めようとするものです。 

 また、第１条中の「観光の振興と地域経済の活

性化のため、薩摩川内市入来観光施設（以下「観

光施設」という。）」を「地域住民の憩いの場と

して薩摩川内市入来公園（施設以下公園施設」と

いう。）」に改めるものです。 

 なお、以下の条例文については、「観光施設」

を「公園施設など」に、また「き損」を漢字の

「毀損」に改めるものです。 

 下段の別表を御参照いただき、あわせて議会資

料２、３ページをごらんください。先ほどの位置

図です。 

 現行条例の別表中に記載してある鉄道記念公園

内の鉄道記念館会議室、向山自然公園内の龍遊館

とドーム、愛宕ビスタパーク内の管理棟などを、

それぞれ用途の廃止をし、普通財産に変更するた

めに削除するものです。これにつきましても、観

光・シティセールス課において譲渡などを含めて

対応することになっております。 

 また、各公園内の使用料、出店などは、１平方

メートル当たり１日につき３０円で、改定前と同

額であります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議方よ

ろしくお願いします。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（新原春二）この施設は、鉄道記念館は

別としても、愛宕ビスタの方から飛び立ったパラ

グライダーが、この下のほうの向山公園におりて

いくという設定で観光施設となっていたと思うん

ですが。じゃないですか。それで、どのくらいの

今施設利用があったんですか。御存じですか。お

知らせください。 

○建設整備課長（吉川正紀）すいません。今調

べていますので、ちょっとお時間ください。 

○委員（新原春二）じゃあ、その間に。私も何

回かここに入って見させていただいたりしたんで

すが、今回も管理棟を廃止をするということで、

結構、風のあるところであるので、あれをずっと

広げるのをよく見ていたんですけども、結構、管

理棟が使われていたんですよね。管理棟を使われ

て準備をされて、外に出て広げて、スタートして

行かれるということだったんですが。そこの管理

棟がなくなれば、そういう施設そのものが廃止に

なるから、パラグライダーの施設としては、もう

飛べないということになるんですか。そこら辺は

どうですか。 

○建設整備課長（吉川正紀）今、支所と観光・
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シティセールス課のほうで、パラグライダーの協

会みたいなのが入来の方にありまして、そこと協

議をしておりまして、その施設を譲渡という形か

賃借という形になるのか、そういうところでパラ

グライダーの人たちと今協議をしているところで

す。できたら、市の方としては、そういうところ

の協会で維持管理をしてもらえればということで

考えている方向です。 

 以上です。 

○委員（新原春二）施設として、まだ結構、丈

夫な施設であるようでありますので、できたらそ

ういうことで、そういう施設として残していただ

いて。条例廃止をして観光・シティセールス課の

範疇に入るということであれば、そこをきちんと

して、そういう協会と綿密な連携をとっていただ

いて処理をしていただければいいかと思いますの

で、ぜひそういう方向でよろしくお願いします。 

○建設整備課長（吉川正紀）わかりました。 

 すいません。数字は代理のほうがいますので。 

○建設整備課長代理（上川原雅之）では、こ

ちらのほうからデータをお知らせしたいと思いま

す。 

 ここに愛宕ビスタパークの入山の手続をされた

ということで、パラグライダーをやるということ

で報告をして、届け出をしたのが、平成２５年が

１３０、平成２６年が３０３、平成２７年が

３７４という数字で、利用者は確かにいらっしゃ

ることはいらっしゃるということで考えておりま

す。 

○委員（新原春二）それは人ですか。 

○建設整備課長代理（上川原雅之）はい。人

です。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第２８２号 薩摩川内市都市公園条

例の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第２８２号薩

摩川内市都市公園条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設整備課長（吉川正紀）それでは、議案第

２８２号薩摩川内市都市公園条例の一部を改正す

る条例の制定について説明いたしますので、議案

つづりその３の２８２─１ページをお開きくださ

い。あわせて、議会資料の４ページをお開きくだ

さい。議案つづりのまた次のページの２８２─

２をお開きいただき、ここで説明をさせていただ

きます。 

 第２１条第１項中の「き損」を漢字の「毀損」

に改めるものです。 

 それと、別表第１中の唐浜臨海公園の項を削る

ものです。 

 議会資料の４ページの位置図になります、場所

としては。 

 これについては当公園内の唐浜キャンプ場を廃

止することによるもので、毎年夏場に利用されて

いる海水浴場は、今後、観光・シティセールス課

へ引き継ぎ、維持管理を行うことで協議のほうが

なされております。 

 次に、有料公園施設の使用料などの改定につい

て説明いたします。 

 別表第２の３の御陵下公園、次ページの

２８２─３ページの４の薩摩川内市総合運動公園

は２８２─８ページまであります。それと、

２８２─８ページの６の丸山自然公園の有料公園

施設の使用料を改めるものです。同ページの別表

第２の７を削るもので、これは唐浜キャンプ場を

廃止することに伴い、削ります。 

 また、別表第２の８の中は野間島公園外２公園

のグラウンドの使用料で、左の表中から右の表中

に改めるものです。同表を別表第２の７とし、別

表第２の９中は三堂公園のグラウンドと照明の使

用料で、「左の表中」から「右の表中」に改め、

同表を別表第２の８とするものです。 

 各公園の有料公園施設の使用料の改定につきま

しては、９月３０日の議員全員協議会におきまし

て財政課が資料を提出し、説明しておりますので、
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議会資料（使用料・手数料改定関係）の１ページ

をお開きください。 

 都市公園の関係は、１ページから１４ページに

記載してありますので、御参照いただき説明にか

えさせていただきたいと思います。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議方を

お願いいたします。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（新原春二）吉川課長、今、一生懸命し

てくれた御案内もさっぱりわからんような感じが。

要するに、かいつまんでいけば、都市公園の条例

を開設するのに料金改定をするということですか。

それで理解していいんですか、今のは。料金改定。 

○建設整備課長（吉川正紀）主な今回の改定は、

料金の改定です。それに伴い、唐浜臨海公園の中

のキャンプ場を廃止しようというのが主なあれに

なります。すいません。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。 

○委員（谷津由尚）料金改定の対象の施設で、

丸山自然公園の、ここに天然芝コート、クレー

コート、人工芝コートって３種類あるんです。こ

こは、私いろんな機会があるごとにしょっちゅう

行っているんですけど。この天然芝コートという

のは、料金は一緒なんですけど、非常に利用率が

低いんじゃないかと思うんです。いつも養生期間

になっているんです、芝が。同じ料金であるんだ

ったら、ちょっとこの天然芝ってどうなのかって

いうのがもともとあって、疑問が非常にあるんで

す。そこの辺、料金とは直接関係ないかもしれま

せんが、使用頻度という面では関連があると思い

ますので、ここで答弁いただけませんか。 

○建設部長（泊 正人）すいません。以前、人

工芝コートをつくるときに建設整備課で課長をし

ておりましたので。そのときから、今おっしゃる

天然芝コートについての利用頻度についてありま

した。 

 サッカーで一回ああいう芝コートを使うと、す

ぐに傷むということで、準決勝からしか中学生く

らいの場合は使わせないと。市の陸上競技場もそ

うなんですけれども、利用者からは、そういうク

ラブチームからは皮肉たっぷりに「盆栽か」と。

「芝の盆栽か」と言われるくらいなことも言われ

たりしておりまして。 

 ただ、メンテナンスが非常にかかるので、なか

なか使わせてもらえないというところもありまし

て、今後、国体のこともあったりしますので。も

う一面を、人工芝をつくってくれという陳情など

もありまして、それらと絡めて今後検討する必要

があろうかと思っております。 

 今、谷津委員御指摘のとおりで、そういう状況

ですとしか言えないところではありまして、課題

というのはちゃんと見えておりますので、よろし

くお願いします。 

○委員（谷津由尚）わかりました。状況がわか

っておられれば安心なんですけども。 

 いずれにしても、今の使用頻度での違いがある

くらいだったら、この天然芝コートは天然のよさ

というのもあって、これはもっと料金上げるべき

だと思います。受益者負担の原理・原則から行く

と、この倍くらいにしないと多分、合わんと思い

ます。いずれにしても、それくらいの価値が天然

芝というのはあるわけですんで、そこはもう一回

考えられたほうが。 

 でも、高すぎてもしようがないんですけども。

であれば、もうなくして人工芝にするかです。そ

の辺の判断というのは、この先必要かと思います

ので、検討お願いします。 

 以上です。 

○委員（新原春二）運動施設で、部活で使う部

分があるんですけども、私のほうに来てるのはテ

ニスなんですが、テニスのコートを部活で常に使

っているんだけども、非常に使用頻度が高いため

に部費が跳ね上がってどうしようもないというの

が１件あって、そこら辺の、高校生は一応減額は

してあるんだけど。普通に使うやつと、部活で常

時使うやつとの、何か減免というか、差は今のと

ころ考えられてなくて、一定の２本線で行ってい

るんですけども、そこの辺の考え方は何かないん

でしょうか、減免の関係。ここは、ここで決めら

れるんですか。 

○建設整備課長（吉川正紀）私も娘がテニスや

っていて、しょっちゅうテニスコートに連れて行

って、相当、父兄会のお金のほうも高かったんで

すけれど。 

 だけど、そこにつきましては学校に普通のコー

トはあるわけですから、あそこに行ってするとい

うのに対して、そういう部活だからとかいって減

免とかそういうのをしてしまうと、いろんなとこ
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ろで弊害が出るんじゃないかとか思っているとこ

ろです。それが、部活という中だったら、学校と

かあるわけですから、できたらそういうところを

頻繁に使うこと。それと、大会とか、そういうも

のになったら減免ができるやつもありますので、

一応今のところはそういう部活のための減免って

いうのは考えていないところです。すいません。 

○委員（新原春二）わかりました。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。 

○委員（新原春二）はい。 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第２８３号 薩摩川内市普通公園条

例の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第２８３号薩

摩川内市普通公園条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設整備課長（吉川正紀）議案第２８３号薩

摩川内市普通公園条例の一部を改正する条例の制

定について説明いたしますので、議案つづりのそ

の３、２８３─１ページをお開きください。議案

つづりの次のページに改定内容の列記があります

ので、御参照ください。 

 今回、この条例の中で主なものは、一条殿公園、

坪塚公園、木場茶屋公園、吉野山公園を削るとい

うものです。これらの公園については、地域密着

型の公園であり、今後、地元自治会に譲渡し、維

持管理をお願しようとするものです。 

 現在、普通公園の数は１３９公園ありまして、

４公園を削りますので、１３５公園となります。 

 次に、使用料などの改定について説明をいたし

ます。 

 別表第２の２で川内川宮里公園の有料公園施設

の使用料を今回改定しようとするものです。先ほ

ど説明しましたとおり、９月３０日の議員全員協

議会の中で説明いたしておりますので、省きたい

と思います。 

 それと、議会資料（使用料・手数料改定関係）

の１５ページを御参照いただき、説明にかえさせ

ていただきます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議方を

お願いいたします。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（新原春二）四つの公園は、それぞれの

自治会が引き受けを了解をされての提案ですか。

内諾を受けての提案ですか。それとも、まだ全然

決まっていないということですか。 

○建設整備課長（吉川正紀）内諾を得た中での

上程という形になります。 

 坪塚公園につきましては、公民館のほうも今コ

ミュニティ課のほうで譲渡の手続を一緒に、建物

と、この土地とやるという方向になっております。 

 あと、一条殿公園と吉野山公園は、地区コミの

ほうへお願いをしようということで考えておりま

す。 

 あと、木場茶屋公園については隣の自治会館の

隣ですので、そこに譲渡という形で内諾を得て作

業を進めているところです。 

○委員長（宮里兼実）ほかにありませんか。い

いですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第２８４号─議案第２８６号 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第２８４号か
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ら議案第２８６号までの議案３件を一括議題とし

ます。 

 これらの議案３件については、各施設の指定管

理者の指定期間が、いずれも平成２８年３月

３１日に満了することに伴い、新たに指定管理者

を指定しようとするものでありますので、一括し

て当局に説明を求め、質疑を行った後、１件ごと

に討論、採決を行います。 

 それでは、当局に補足説明を求めます。 

○建設整備課長（吉川正紀）それでは、指定管

理者の指定について説明いたします。議案第

２８４号から議案第２８６号までの３件を一括し

て説明させていただきます。 

 市が管理する薩摩川内市藺牟田池自然公園外

２施設の管理につきましては、指定管理制度を導

入しており、指定管理者の指定期間が平成２８年

３月３１日で満了することから、今回、新たに指

定管理者を選定しようとするものでございます。 

 候補者の指定につきましては、７月１０日から

８月の２１日まで市のホームページや広報紙によ

り公募したところです。 

 それぞれの施設に対して各１団体の応募があり

ました。その後、申請書類の確認等を経て、

１０月５日、１０月１４日、１０月１５日にかけ

て、本庁・祁答院・入来の３地区ごとに、建設部

長などを委員長として内部委員３名、外部委員

３名の６名による指定管理候補者選定員会を開催

いたしました。その結果を受けて本議会に３件の

議案を提出しているところです。 

 それでは、まず議案第２８４号薩摩川内市藺牟

田池自然公園施設の指定管理者の指定について説

明いたしますので、議案つづりその３の２８４─

１ページをお開きください。あわせて、議会資料

の７ページもごらんください。 

 管理者に指定する団体は株式会社小園建設で、

当団体は現在の指定管理者で継続して行うことと

なります。指定管理する期間は平成２８年４月

１日から平成３２年３月３１日までの４年間です。

指定管理者の概要は議会資料の７ページに、また

指定管理候補者が示した事業計画の概要は議会資

料の８ページに記載しておりますので、御参照く

ださい。 

 議会資料の９ページをごらんください。 

 選定委員会を１０月１５日に開催し、候補者の

ヒアリングを含め厳正な審査を行った後で採点し

た結果、次ページをお開きください。 

 一番下のところに点数を書いてありますので、

６００点中５１６点ということで、総合的に判断

して当団体を次期指定管理者の候補として選定い

たしました。 

 次に、議案第２８５号薩摩川内市愛宕ビスタ

パーク等の指定管理者の指定について説明いたし

ますので、議案つづりその３の２８５─１ページ

をお開きください。 

 指定管理する団体は薩摩緑振協同組合で、当団

体は現在の指定管理者であり、継続して行うこと

となります。指定管理する期間は、先ほどの指定

管理機関と同じで４年間ということで考えており

ます。あと、指定管理者の概要は議会資料の

１１ページ、また指定管理者が示した事業計画の

概要は議会資料の１２ページに記載しております

ので、御参照ください。 

 議会資料の１３ページをごらんいただき、選定

委員会を１０月１４日に開催し、候補者のヒアリ

ング等を行ったところです。 

 次ページをお開きください。 

 一番下のほうに６００点中３９３点ということ

で、総合的に判断して当団体を次期指定管理者の

候補として選定いたしました。 

 次に、議案第２８６号薩摩川内市寺山いこいの

広場の指定管理者の指定について説明いたします

ので、議案つづりの２８６─１ページをお開きく

ださい。あわせて、議会資料の１５ページもごら

んください。 

 指定管理者に指定する団体は公益財団法人薩摩

川内市民まちづくり公社で、当団体は現在の指定

管理者であります。 

 指定する期間は、先ほどの分と一緒で、４年間

ということでお願いをするところです。 

 指定管理者の概要は議会資料の１５ページに、

また指定管理候補者が示した事業計画の概要は議

会資料の１６ページに。 

 それと、議会資料の１７ページをごらんくださ

い。 

 選定委員会を１０月５日に開催し、候補者から

のヒアリング等を行ったところです。 

 次ページに採点をしておりますので、一番下の

段の６００点中５０３点ということで、総合的に

判断して当団体を次期指定管理者の候補として選

定しました。 
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 以上で説明を終わります。よろしく御審議方お

願いいたします。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）三つの議案をまとめて言わ

せていただきます。 

 この指定管理者の採点の件なんです。積み上げ

で複数の方が点数をつけられて、積み上げたのが

この点数なんですけど、私は、もう一つの見方と

して明確な減点の要因がなければ満点あげていい

と思うんです。 

 そう考えたときに、藺牟田池の２８４号の指定

管理者の場合は、「この団体の経営状況は良好

か」と。満点です。これ、いいと思うんです。そ

う考えたときに引っかかるのが、２８６号の寺山

の指定管理者の候補者。これ、まちづくり公社で

すよね。候補者、市の外郭団体が「この団体の経

営状況は良好か」で、満点じゃないんですけど。

これは何か明確な理由があるんですか、ここに。

これ、おかしいと思うんですけど。いかがですか。 

○建設整備課長（吉川正紀）皆さん、６人いま

して、点数をつけているところなんですけど、そ

ういうところ。一応、私もつけております。私も

つけたところ満点で入れなかったというところが

あります。どこがよくて、どこがいいのかという

のも財政的にわからない点も皆さんあるんじゃな

いかとか、そこのところはあります。でも、指数

書いてありますので、良好というところで判断を

して、標準点よりも上という形の評価をされたん

じゃないかと思っているところです。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）総合的には、それでいいん

でしょうけど。 

 ただ、これがマンネリすると怖いんです。指定

管理者の採点制度というのは、あくまで客観的に

その業者を評価するための制度ですから、これが

マンネリしたらいかんわけで。ですから、私が言

うように、明確な理由がないんだったら、これは

満点にしてあげなきゃいけないですし、減点する

んだったら、それなりの明確な理由をきちっとは

っきりせないかんですし、それが改善課題にもな

るわけですから、今から、次にはそういうことを

フィードバックしていただきたいと思います。要

望です。 

 以上です。 

○建設部長（泊 正人）以前にも別の指定管理

のところで谷津委員からも同様の御指摘もありま

したし、今後このようなことで疑問が残っていく

といけませんので、主管課であります財産活用推

進課と協議をして、採点の見直しとまでは言いま

せんけど、こういう議論をさせていただきます。 

○委員長（宮里兼実）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 まず、議案第２８４号について討論、採決を行

います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

 次に、議案第２８５号について討論、採決を行

います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 翻案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

 次に、議案第２８６号について討論、採決を行

います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 
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 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第２９１号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第２９１号平成２７年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設整備課長（吉川正紀）それでは、議案第

２９１号平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予

算の建設整備課分について説明いたします。 

 まず、歳出から説明いたしますので、予算に関

する説明書の５１ページをお開きください。 

 ８款２項３目道路新設改良費ですが、補正額が

３,２７５万円の増額であります。右側の説明欄に

記載しておりますとおり、地方特定道路整備事業

費負担金で、県が実施する県道川内串木野線外

５路線の整備事業に伴う負担金の増額です。 

 次に、５２ページをお開きください。 

 ８款４項１目港湾総務費ですが、補正額

４,２２５万５,０００円の増額です。右側説明欄

に記載のとおり、港湾県営事業負担金で県が実施

する川内港、里港、長浜港の整備事業に伴う負担

金の増額です。 

 次に、５３ページをお開きください。 

 ８款５項５目公園緑地費ですが、補正額

２,４７２万８,０００円の減額であります。右側

記載のとおり、三堂公園整備事業費で国からの補

助内示額が減額されたことに伴う工事請負費を減

額するものです。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、１８ページをお開きくださ

い。 

 １５款２項６目土木費補助金、３節公園緑地事

業費補助金で補正額１,５３０万円の減額でありま

す。先ほど説明をいたしました三堂公園の事業費

において、国からの補助事業内示に伴う対象事業

費が減額されたことにより減額するものです。 

 ２２ページをお開きください。 

 １６款３項６目土木費委託金、３節都市計画費

委託金で、補正額５８７万２,０００円の増額です。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 三堂公園整備事業費委託金で、これは県が管理

する三堂川の整備を三堂公園整備事業と一体的に

市が整備することに伴い、県からの委託金を増額

するものです。 

 続きまして、前に戻っていただき、７ページを

お開きください。 

 債務負担行為補正について説明いたします。 

 先ほど３公園の指定管理者の指定について審査

していただきましたが、これは全て委託料制の施

設であり、指定期間が複数年にわたることから、

指定管理料の債務負担行為を設定する必要があり

ます。 

 次ページの８ページをお開きください。 

 表中の上から５段目の薩摩川内市寺山いこいの

広場から７段目の薩摩川内市愛宕ビスタパーク等

の３件について今回債務負担行為の補正をするも

のです。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議方お

願いいたします。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（新原春二）三堂公園の国の内示の減に

よってという説明がありましたけども、ここの事

業内容が変更になって減になったのか、そこら辺

をもうちょっと説明を。 

○建設整備課長（吉川正紀）国からの内示額が、

うちなんかが要望していた１００％来なかったと

いうことで減額をさせてもらっております。 

○委員（新原春二）事業としては。 

○建設整備課長（吉川正紀）事業としては、今

回、今年度の予算は県と一体的にする整備を考え

ておりましたので、それについてはできるかなと。

本当は、上物の公園の中の整備も今回して終わろ

うということで考えていたんですけれど、それが

来年度まで延びるという形になってしまいました。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで議案第２９１号平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明がありますか。 
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○建設整備課長（吉川正紀）すいません。今回

は何もありません。 

○委員長（宮里兼実）これより所管事務全般に

ついて質疑に入りますが、御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で建設整備課を終わります。御苦労さまで

した。 

────────────── 

△建設維持課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は建設維持課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第２９１号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）それでは、審査を一時中

止しておりました議案第２９１号平成２７年度薩

摩川内市一般会計補正予算を議題とします。当局

に補足説明を求めます。 

○建設維持課長（永田一朗）それでは、議案第

２９１号平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予

算の建設維持課分について御説明申し上げます。 

 まず、歳出から御説明いたしますので予算に関

する説明書の５１ページをお開きください。 

 ８款２項２目道路維持費でございます。補正額

２億８ ,２００万円で、補正後の合計が８億

３,３０２万８,０００円となっております。 

 内容について説明いたします。右側の説明欄を

ごらんください。 

 まず、委託料の８,５００万円と工事請負費１億

９,５００万円の合計で２億８,０００万円の増額

補正を計上しております。これにつきましては、

原子力防災の観点から寄田地区の避難道路充実の

ための市道整備の測量設計委託料、これと公共事

業の施工時期の平準化を図るとともに、市民生活

の安全・安心を確保するために市内全域の指導に

おける側溝舗装等の維持修繕及び側溝清掃を行う

もので、道路維持費の１５カ月予算が主なもので

ございます。 

 その下に記載してございます土地購入費

２００万円につきましては、宮里町の豊瑛電研の

川内工場、この跡地にパーツ精工の企業誘致が決

定し、その誘致に係る市道交差点の拡幅工事に伴

う土地購入費でございます。工事関係車両のス

ムーズな通行及び地元の交通安全の向上に努める

ものでございます。 

 続きまして、繰越明許費補正について御説明い

たします。予算に関する説明書の６ページをお開

きください。 

 ８款２項道路橋梁費、道路維持補修事業２億

２,０００万円につきましては、先ほど歳出で説明

いたしました道路維持費の１５カ月予算で公共事

業の施工時期の平準化を図るため、繰り越しをす

るものでございます。 

 以上で建設維持課に係る平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算の説明を終わります。よろし

くお願い申し上げます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第２９１号平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明がありますか。 

○建設維持課長（永田一朗）今回は、特に所管

事務調査についてはございません。よろしくお願

いします。 

○委員長（宮里兼実）これより所管事務全般に

ついて質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で建設維持課を終わります。御苦労さまで

した。 

○建設維持課長（永田一朗）ありがとうござい

ました。 

────────────── 

△都市計画課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、都市計画課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第２９１号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）それでは、審査を一時中

止しておりました議案第２９１号平成２７年度薩
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摩川内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○都市計画課長（山村昭一郎）議案第２９１号

平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち

都市計画課に係る、初めに歳出について御説明申

し上げますので、予算に関する説明書（第６回補

正）の５３ページをお開きください。 

 ８款５項１目都市計画総務費の説明欄をごらん

ください。 

 事項、都市計画総務費は天辰第二地区等の用途

区域変更に係る変更図書作成業務委託の所要額を

計上しておりましたけれども、関係機関との協議

調整に期間を要し、今年度の着手が見込めないと

いうことから、委託料３６０万円を減額するほか、

事項、川内駅周辺地区駐車場管理費では、川内駅

西口駐車場の入出庫管理システム一式購入の執行

算につきまして備品購入費３２０万円を減額する

ものでございます。 

 続いて、歳入について御説明しますので前に戻

っていただきまして、２２ページをお開きくださ

い。 

 １６款３項６目、３節都市計画費委託金は、鹿

児島県屋外広告物条例の権限移譲事務分に係る委

託金の確定に伴い１６万７,０００円を増額するも

のでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく審査賜りま

すようお願い申し上げます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第２９１号平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局に説明を求めます。 

○都市計画課長（山村昭一郎）所管事務調査に

つきまして３件報告させていただきます。 

 まず１件目、中郷五代線整備事業の現在の状況

及び２件目の一般国道御陵下地区景観整備事業に

つきまして図面を用いて説明をしてもよろしいで

しょうか。 

○委員長（宮里兼実）はい。 

○都市計画課長（山村昭一郎）まず、中郷五代

線に係る工事につきまして昨年７月に九州整備局

と受託合併工事に係る協定を締結し、鋭意完成を

目指して進めているところでございます。 

 その中で、今年度の工事につきまして１１月

１８日に川内川河川事務所と外園建設工業さんが

今年度に係る工事を締結し、工事に着手したとい

うふうなところでございます。 

 今年度の施工範囲につきましては、ここが天大

橋になります。天大橋の上下流の１４０メートル

区間につきまして工事発注を行っております。昨

年度の段階で、今回の区間の下流側から河川事務

所の前の下目４号線のところまでが完成しており

ますので、今回のここが完成することによりまし

て、上流からも一連区間として河川事務所のとこ

ろまで通るというふうな形になります。 

 今年度の道路の工事につきましては、工事自体

もそうですけども、３月末での完成を目指すとい

うふうなところでございます。この完成した後に

は、その後、すぐさま供用を開始させるというふ

うなところで考えているところでございます。今

月の１２月３日の日にも工事に関しまして地元説

明会を行いました。 

 今後、また工事が進捗するにつれていろんな意

見もあろうかと思いますので、地域の皆様の意見

を聞きながら河川事務所と一緒になって進めてい

きたいというふうに考えております。 

 簡単でございますけれども、中郷五代線の報告

は以上でございます。 

 続きまして、２件目の報告をさせていただきま

す。一般国道３号御陵下地区景観整備事業の進捗

について御説明をさせていただきます。 

 この事業につきましては、国道３号において鹿

児島国道事務所、それから電線管理者が行う無電

柱化事業とあわせまして、本市におきましてはバ

ス停、それからバス停上屋、それからベンチ、案

内板等の整備を図るというようなところでござい

ます。今、国道の２６７号の交差点から、それか

ら北側の風口交差点までの区間を、平成２５年度

より事業化して行っているというふうなところで

地元住民代表による促進協議会とも連携しながら、

今進めてきているというふうな状況でございます。 

 昨年度までに、国としては歩道の拡幅及び電線

類の配管等の設置、照明灯の設置を行い、それに



－35－ 

 

合わせて市としてはバス停上屋等の設置を行った

ところでございます。 

 今年度には、国が歩道の舗装、それから市がフ

ラワーポットの設置、電線管理者が電柱の撤去、

それから配線を行い、当該区間における全てのそ

の事業が今年度完了予定となっていたところでご

ざいますけれども、国が行う歩道舗装に関しまし

て今年度内での完成が厳しくなったというふうな

ところで、現時点では来年度の完成になる予定と

いうふうなところでございます。 

 なお、その他の電柱の撤去、それから市が行う

フラワーポットの残工事に関しましては、今年度

中に完了させるというような予定でございます。

今後は、国が施工する植栽の草取り、それから市

が設置するフラワーポットの草取りや花植えなど

の維持管理につきまして地元の方々に行っていた

だくというようなところを考えておりまして、維

持管理協定に向けた協議を今後国とともに地元と

進めていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 簡単でございますけども、昨年の１２月の議会

では今年度に完成するというふうな報告をさせて

いただいていたというところから、そこが変わり

ましたので、若干状況の説明をさせていただいた

というふうなところでございます。 

 ３件目は座って。続きまして、３件目の報告を

させていただきます。 

 委員会資料の３ページをお開きください。 

 さきの９月議会においても報告させていただき

ましたけれども、昨年１０月に行いました都市計

画区域の再編・拡大に伴い、また社会情勢の変化

を踏まえて、昨年度より都市計画マスタープラン

の見直し作業を行っているところでございますが、

１１月の２日から１２月の１日までの１カ月間パ

ブリックコメントを実施しまして、１名の方から

９項目の御意見をいただいたところでございます。 

 資料３ページのほうにありますけれども、主な

意見としましては、例えば一つ目の丸でございま

すけれども、「整備メニューが多く、現実的には

財政の問題もあるので、計画としては優先順位を

つけて絞って行うべきではないか」という御意見

や、二つ目の丸の「道路整備について、例えばお

おむね１０年以内に整備等の期限を切らずに整備

予定とだけ記載するのは無責任な計画であり、期

限を切るべきでは」という御意見、また三つ目の

丸では「マスタープランの実行管理について誰が

実行するのかなどの責任の所在をはっきりとして、

少なくとも３年ごとに進行管理を行ってもらいた

い」というふうな御意見がございました。これに

対する市の考え方につきましては、他の意見も合

わせまして現在、調整・検討している段階でござ

いまして、今後１２月中に考え方を決定し、ホー

ムページで公表するというような運びを考えてい

るところでございます。 

 以上でございますが、都市計画課から３件の所

管事務調査報告を終わります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて所管事務全般について

質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）すいません。２点質問をし

ます。 

 まず、都市計画道路の中郷五代線のスケジュー

ルはわかりました。 

 来年くらいから、新幹線の高架橋の下です。肥

薩おれんじ鉄道の下をくぐるんですよね。そこと

いうのは、さきの横馬場・田崎線でしたっけ。の

ときに、非常にＪＲとの時間も交渉から時間がた

って、工期は大幅に遅延したというのがあって、

今の時点でそこの部分の懸念事項というのは何か

ないんでしょうか。それが１点目です。 

 ２点目です。今、国道３号の電線地中化の後の

イメージ図はよくわかりました。あそこには、御

存じのとおり高校もありまして、自転車専用レー

ンというのは国道事務所のほうでも検討に乗って

ないのか、そこをお伺いします。 

○都市計画課長（山村昭一郎）まず、１点目の

肥薩おれんじ鉄道の部分につきましてですけれど

も、おれんじ鉄道と河川事務所と三者協定という

ようなところで今動いておりまして、おおむねも

うすぐ９月議会で継続費の設定はさせていただい

たところでございまして、平成２７年度、今年度

から平成２９年度までの予定で協定をもうすぐ結

ぶというような今流れになっております。 

 その中で、現時点では、とりあえず今年度も来

年度早々から工事に着手するための設計積算をお

願いしてるところでございまして。来年度早々か

ら、今の予定としては、もう、おれんじ鉄道さん

は動いてくれるというようなところで取りつけて

おりますので。現時点で、じゃあ工期がどんだけ
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延びるかというふうなところは、今のところは余

り想定していないと。 

 当然のことながら、国との三者協定でございま

すので、国も一緒になって協議を進めております

ので、そこはお互いしっかりと協議を進めながら

工程管理もあわせてすすめていきたいというふう

に考えているというところでございます。 

 ２点目の国道３号の自転車レーン、委員おっし

ゃられるとおり、川内高校もございまして、通学

者も多いというようなところでございます。自転

車の専用レーンというふうなところではないんで

すけれども、現在３メートルの歩道、これを

４メートルの幅に今拡幅はもう行ったというふう

なところで、歩道幅の拡幅は行っております。そ

の中で、自転車の専用レーンを設けるかというふ

うなところについては、そういうふうなところは

なかったと思います。歩道の拡幅というふうなと

ころで考えているというふうなところでございま

す。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。 

○委員（谷津由尚）ありがとうございます。

１点目のおれんじ鉄道の下部の工事のときは、市

道横馬場・田崎線のようなことが余りないように、

今から先もよく事前にシミュレーションをお願い

したいと思うんです。 

 自転車専用レーンについては、今ありましたよ

うに、植栽を植えられますよね。その予定なんで

すよね。木を植えると大きくなりますから、最終

的にはその分が、だんだん歩道が実用できる歩道

が狭くなってきてというのがあって、どうかなと

いう、長期的に見た場合にどうなのかなというの

があって、それよりは薩摩川内市に今まだ自転車

専用レーンというのはどこにも設置されていませ

んので、モデルケースというか、そういう意味で

も、あそこに設置されるべきではないのかなとい

うのは日ごろから考えておったもんですから、ち

ょっと言わせてもらったんですけど。４メーター

に拡幅されたということで、当面は支障がないと

いうことであれば、それでいいかなと思いますが、

もし検討に乗せられるテーブルがあるんでしたら

乗せていただければと。 

○委員長（宮里兼実）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で都市計画課を終わります。御苦労さまで

した。 

────────────── 

△区画整理課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、区画整理課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第２８７号 薩摩川内市都市計画事

業川内駅周辺地区土地区画整理事業施行条

例を廃止する条例の制定について 

○委員長（宮里兼実）まず、議案第２８７号薩

摩川内市都市計画事業川内駅周辺地区土地区画整

理事業施行条例を廃止する条例の制定についてを

議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）それでは、議案第

２８７号薩摩川内市都市計画事業川内駅周辺地区

土地区画整理事業施行条例を廃止する条例の制定

について御説明いたします。 

 説明に入ります前に議案第２９６号（後刻議案

第２８７号の指摘あり。次頁参照）の条例廃止の

資料を配付させていただきたいのですが、よろし

いでしょうか。 

○委員長（宮里兼実）はい。 

［資料配付］ 

○区画整理課長（川畑 稔）それでは、議案つ

づりのその３、２８７─１ページをお開きくださ

い。 

 提案理由については、本会議で部長が説明され

た説明のとおりでございます。平成２７年度をも

ちまして川内駅周辺地区土地区画整理事業精算事

務が完了することに伴い、条例を廃止するもので

ございます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第２９６号 平成２７年度薩摩川内

市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計

補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第２９６号平

成２７年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理

事業特別会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）それでは、議案第

２９６号平成２７年度薩摩川内市天辰第一地区土

地区画整理事業特別会計補正予算について御説明

申し上げます。 

 まず、歳出のほうから御説明申し上げます。 

 予算書、予算に関する説明書の１２１ページを

お開きください。 

 １款１項１目土地区画整理費においては、予算

組み替えをお願いするものでございます。 

 説明欄をごらんください。 

 委託料を７５０万円減額し、補償金を７５０万

円増額しようとするものでございます。増額理由

につきましては、三堂墓地移転補償費確定ほか電

柱移転補償費が路線変更等により増額することか

ら、委託料の確定により委託料の一部を補償金へ

繰りかえ、年度内に三堂墓地の移転及び電柱移転

を完了するため、今回予算を組替えようとするも

のでございます。 

 次に、１２２ページをお開きください。 

 ２款１項１目公債費元金９５万６,０００円は、

事業費での見直しに減額するものでございます。

同じく２目利子４０万３,０００円は、元金と同様、

事業費の見直し及び借り入れ条件の確定により減

額するものでございます。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 １２０ページをお開きください。 

 ５款１項１目一般会計繰入金１３５万

９,０００円は、歳出の補正に伴い財源調整により

減額するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

○区画整理課長（川畑 稔）すいません。ここ

で議案第２９６号の条例の一部改正について先ほ

どペーパー１枚配った分で御説明をさせていただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○委員長（宮里兼実）はい。どうぞ。 

○区画整理課長（川畑 稔）資料の議案第

２８７号から２９６号でございます。薩摩川内市

特別会計条例の一部を改正する条例の制定につい

てということで。 

○委員長（宮里兼実）これは２８７号やろ。 

○区画整理課長（川畑 稔）申しわけないです。 

○委員長（宮里兼実）課長、もう終わったから

いいです。 

○区画整理課長（川畑 稔）申しわけないです。 

○委員長（宮里兼実）持ち帰って、みんなが目

を通しておきますから。 

○区画整理課長（川畑 稔）済いません。 

────────────── 

△議案第２９１号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第２９１号平成２７年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第２９１号平

成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち天

辰区画整理推進室にかかわる一般会計補正予算の

歳出について御説明申し上げます。 

 予算に関する説明書の５３ページをお開きくだ

さい。 

 ８款５項３目土地区画整理総務費であります。 
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 説明欄をごらんください。 

 天辰第一地区土地区画整理事業特別会計の補正

予算に伴い、一般会計から繰出金１３５万

９,０００円を減額するものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第２９１号平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局に説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）それでは、現在の

事業進捗について御説明申し上げます。 

 まず、天辰第一地区について説明いたします。

現在の事業進捗率は、設計基準の見直しにより繰

り越しておりました第２立山橋の下部工工事も

９月に完了し、上部工は１０月に発注し、平成

２８年２月の完成に向けて工事を行っております。

また、新立山橋の上部工につきましては、国の内

示額の減額により９月補正にて補正予算を行い、

１１月に上部工を発注し、平成２８年７月完成に

向けて工事を行っております。あわせて、橋梁周

辺の造成工事、道路築造工事及び三堂墓地移転交

渉を進めております。 

 また、公園整備につきましては、ファミリー公

園整備も年度内完成に向け現在施工を行っており

ます。 

 寺山古墳公園につきましては、来年３月ごろの

供用開始を目指して整備中であり、文化課が所管

する古墳石室のレプリカ製作についても現在製作

中であります。 

 鹿児島純心女子大学下の７５７ブロックにつき

ましては、現在、地目変更、農地から宅地への手

続を進めているところでございます。 

 事業計画変更につきましては、天辰第二地区と

の段差部分の工事を進めることができないことか

ら、事業期間を３年間、平成３１年まで延伸する

協議を県及び国と進めており、今月１８日に国と

協議を行う予定であります。 

 保留地処分につきましては、保留地区画の見直

しを行い、売却の公募を９月２９日から開始し、

現在までに２区画売却しております。売却面積は

１,７７２.６７平米で、売却金額は４,６３７万

５,２９２円でございます。今後、保留地処分金を

活用し、補助金以外の道路築造設置工事の早期発

注に努めてまいりたいと思います。平成２７年の

事業進捗率は、１２月１１日現在で保留地処分金

を除き８９.４パーセントでございます。 

 次に、天辰第二区の進捗状況について御説明申

し上げます。 

 天辰第二地区の事業計画及び実施計画につきま

しては、新規事業により事業計画及び実施計画を

県及び国と協議を進めておりまして、天辰第一地

区と同様、国と今月１８日事前協議を行うことと

しております。本年度予定しておりました建物調

査も終わり、河川公管金の覚書・素案作成に向け

河川事務所と協議を行っているところでございま

す。 

 また、来年度予定をしております天辰第二地区

の換地計画の参考とするため、権利者２４０名に

意向調査を発行し、現在、集約中であり、今後、

意向調査を整理しまして、来年度の換地設計の参

考として役立てていく予定でございます。 

 天辰第二地区につきましては、都市計画決定の

手続を完了し、本格的に着工することから、３月

に議会において特別会計の設置及び土地区画整理

条例の制定について議案を提出する予定でござい

ます。 

 なお、天辰第二地区の事業計画につきましては、

平成２８年度から平成４２年度までの１５年間で

計画をしております。今後、国との協議により事

業費が確定すると思いますが、現在の時点では

９１億５,２００万円で協議を進めていく予定でご

ざいます。 

 国の事業認可予定は、平成２８年６月をめどに

協議を進めていく予定でございます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（宮里兼実）わかりましたか。ただい

ま当局の説明がありましたが、これを含めて所管

事務全般について質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）今おっしゃいました９１億

５,２００万、ちょっとよく聞き取れなかったんで
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すけど、これが総事業費ということですか。 

○区画整理課長（川畑 稔）はい。総事業費で

ございます。 

○委員（谷津由尚）わかりました。このうち国

が出す分というのは幾らなんですか。逆に言うた

ら、本市が出す分の残りなんですけど。 

○区画整理課長（川畑 稔）それでは、詳細に

説明させていただきます。 

 基本事業費、国でございますけども、２５億

９ ,４００万円でございます。県の負担が

４,９８３万２,０００円でございます。公管金が

１５億９,９０９万１,０００円、保留地処分金が

３億５,４２０万、市単独費が４５億５,４８７万

７,０００円でございます。市単独が約５０％だと

思います。 

○委員（谷津由尚）わかりました。以前も言わ

せていただきましたのですが、平成２８年から平

成４２年までの１５年間のうち、今の道路が狭い

区間がありまして、東郷、樋脇、中村町の居住の

方々が、非常に狭くて、バスも通るもんですから、

しょっちゅうミラーをこすったとかとおっしゃる

方がおられて。 

 １５年間の事業のうち、やっぱり１５年間かか

るんでしょうか、道路がきれいになるまで。細い

ところが。 

○区画整理課長（川畑 稔）全体の計画でござ

いますので、今後、施工につきましてはどのよう

な形で進めていくかということで協議を進めてい

くような形になっています。施工方法につきまし

ては今後の課題ということで、全体的に期間とし

て１５年ということで計画をさせていただいてお

ります。 

○委員（谷津由尚）考え方として、堤防のほう

をまず拡幅して、堤防をまずつくらんといかんと。

堤防をつくったら、すぐ横の道路を整備せないか

んということであるならば、この１５年のうちで

も優先的にされるのかなという考えもあったもん

ですから、こういうふうにお聞きしたんですけど、

その辺はどうなんですか。 

○区画整理課長（川畑 稔）天辰第一地区の、

基本的に段差解消を平成３０年先のほうに進めて

いきまして。河川の整備を優先しますと、排水対

策等ができづらいということから、基本的には施

工計画を立てなくちゃいけないんですが、第一地

区のほうから随時上流のほうに行くような形にな

るのではなかろうかというふうに解釈していると

ころでございます。 

○委員（川畑善照）天辰第二地区の問題だけど、

あの将来的展望というか、その図面が目に見えな

いという方が多いんですが。例えば道路が真っす

ぐ延びて、そしてそこから突き抜けて、向こうの、

何というのかな、広い通りに出ていくという、そ

この図面が見えないもんだから教えてください。 

○建設部長（泊 正人）すいません。課長の説

明も項目が多かったですので、図面で説明をさせ

ていただきたいと思います。 

○区画整理課長（川畑 稔）すいません。あっ

ち行ったりこっち行ったりで申しわけないです。 

 今の第一地区の、先ほども説明がありましたけ

れども、第一地区の段差解消をまずしたいという

ことで、第一地区のほうを早目に整備したいとい

うことと、河川堤防を先につくりますと、この辺

のまた浸水被害等も出ますので、基本的には第一

地区から持っていきたいというような考え方でご

ざいます。 

 道路につきましては、今、東郷のほうに向かっ

ていますところにも、ほとんど直線で持っていき

たいというふうに考えているところでございます。 

○委員（川畑善照）ということは、今の、どこ

といえばいいかな、排水場があるあそこまで延び

ていますよね、道路が。こちらの市街地から。そ

の先を真っすぐ行って、結局、整備で立ち退いて

らっしゃるまだ先までも、ずっと立ち退きが出て

くるということですよね。 

○区画整理課長（川畑 稔）です。 

○委員（川畑善照）わかりました。広くなると

いうこと。あそこ、堤防になるということ。了解。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で区画整理課を終わります。御苦労さまで

した。 

────────────── 

△入来区画整理推進室の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、入来区画整理推進

室の審査に入ります。いいですか。 

────────────── 

△議案第２９７号 平成２７年度薩摩川内

市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会

計補正予算 
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○委員長（宮里兼実）まず、議案第２９７号薩

摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会

計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）議案第

２９７号平成２７年度薩摩川内市入来温泉場地区

土地区画整理事業特別会計補正予算について御説

明申し上げます。 

 補正予算の内容について歳出のほうから説明い

たしますので、予算に関する説明書の１３１ペー

ジをお開きください。 

 ２款１項１目元金において１６７万２,０００円

を減額するものであります。 

 右側の説明欄をごらんください。長期債償還元

金であります。 

 同じく２目利子において１４２万５,０００円を

減額するものであります。 

 右側の説明欄をごらんください。長期債償還利

子であります。 

 次に、歳入について説明をいたしますので、前

に戻りまして、１３０ページをお開きください。 

 ４款１項１目一般会計繰入金３０９万

７,０００円の減額は、長期債償還元金及び償還利

子の減額に伴う財源調整であります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第２９１号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、審査を一時中止し

てありました議案第２９１号平成２７年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）議案第

２９１号平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予

算のうち入来区画整理推進室に係る歳出について

御説明を申し上げます。 

 予算に関する説明書の５３ページをお開きくだ

さい。 

 ８款５項３目土地区画整理費において入来区画

整理推進室分として３０９万７,０００円の減額を

お願いをしております。これにつきましては、入

来温船場地区土地区画整理事業特別会計への繰出

金であり、長期債償還元金及び償還利子の減額に

伴い財源を調整したものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いを申

し上げます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

ここで議案第２９１号平成２７年度薩摩川内市一

般会計補正予算の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局に説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）今回の

所管事務調査では２項目ほど報告をさせていただ

きたいと思います。 

 １件目が事業の進捗状況についてと、あと２件

目が温泉場地区の活性化に向けた地元地区コミの

活動状況について簡潔に口頭にて報告をさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、まず１件目です。 

 ９月の委員会の折にも報告をいたしましたけれ

ども、以降、現時点までの進捗について報告をい

たします。 

 工事につきましては、温泉施設湯之山館へのア

クセス道路であります本町通り線の道路築造工事、

それと柴垣湯跡地周辺の造成工事、そして道路築
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造工事に関連します交差点改良工事の３件を発注

済みであります。そのうち交差点改良工事につき

ましては、ほぼ完成をしておりまして、残る２件

につきましても来年の２月までには完成すること

となっております。 

 それから、建物補償につきましては９月の委員

会で報告したんですが、６戸報告しております。

それ以降、３戸補償しておりまして、今年度は、

あと１戸を予定をしております。 

 それから、本年度の予算の執行状況についてな

んですが、委託料につきましては予算が

１,２７６万３,０００円に対しまして１,２２６万

５,０００円執行しております。執行率は９６％で

あります。工事請負費につきましては、予算が

８,４７２万３,０００円に対しまして５,７８５万

７,０００円を執行しておりまして、執行率は

６８％であります。建物等の補償金につきまして

は、予算が２億９,３４９万４,０００円に対しま

して２億６,７９５万９,０００円を執行しており

まして、執行率としては９２％の執行率でありま

す。 

 続きまして、地元の活性化に向けた取り組みの

状況について報告をいたします。地元の副田地区

コミュニティ協議会が中心となりまして、温泉施

設湯之山館におきまして、１０月から毎月第３日

曜日の午後からなんですが、湯之山館夕遊市と銘

打って、地元でとれた農産物を初め、いろいろな

商品食べ物等を販売するイベントを開催をしてお

られます。地元でとれた農産物の販売はもちろん

のことなんですが、地元の商店あるいは個人の活

動団体等が出店をしており、賑わいを見せておる

ようでございます。 

 出展内容としましては、焼き鳥、和洋菓子、惣

菜、アクセサリー、それから青果等の販売をして

いらっしゃいます。 

 今後、この夕遊市が好評で集客状況がよければ、

月１回を月２回へとふやして活性化を図るという

ことでございました。 

 以上で報告を終わります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めてこれより所管事務全般

について質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）入来の湯之山館の地元の方

がこういうことに取り組んでおられるのは大変意

義があることだと思います。 

 湯之山館は、たしか２年くらいは市で直営でや

った後、指定管理者ということになるという、今

水道局のほうのそういう方針があって。その際に、

いろんな掃除ですとか何やっていうのは地元の方

にお願いするのかどうなのかって、その辺はまだ

全然不透明なんですけど。いずれにしても今おっ

しゃったような地元の方が活性化されるこういう

イベントを積極的に取り組んでおられるんであれ

ば、そこは切れないだろうと思いますので、水道

局のときに言えばよかったんでしょうけど、よく

水道局の方と連携をとっていただいて、地元の方

と密接な関係がずっと今から先も続くような環境

をつくっていただきたいと思います。要望です。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で入来区画整理推進室を終わります。御苦

労さまでした。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）ありが

とうございました。 

────────────── 

△建築住宅課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、建築住宅課の審査

に入ります。よろしいですか。 

────────────── 

△議案第２８８号 薩摩川内市市営住宅等

の指定管理者の指定について 

○建築住宅課長（福島和朗）議案第２８８号薩

摩川内市市営住宅等の指定管理者の指定について

御説明いたします。 

 議会資料の１９ページをお開きください。 

 指定管理者に委託しようとする施設は、これま

で市が直営で管理しておりました本土４支所管内

の樋脇地域、入来地域、東郷地域及び祁答院地域

にあります８２住宅８１３戸の市営住宅及びその

住宅の敷地帯にある集会所や駐車場の共同施設等

でございます。 

 指定管理者に委託する業務でございますけれど

も、入居者の公募、入退去に関すること、施設の

維持管理修繕、環境整備に関すること、一般管理

事務に関する業務などでございます。 

 指定管理の候補者は、薩摩川内市西開聞町

１５番１１号、株式会社橋口組さんでございます。 
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 次の２０ページには指定管理候補者から提出さ

れた今回の事業計画の概要を、次の２１ページに

は１０月５日に開催されました選定委員会の選定

経過の概要を記載してございます。 

 この選定会では、応募のあった２業者からプレ

ゼンテーションを受けまして、８名の選定委員に

より審査を行いました。選定の理由でございます

けれども、候補者は数多くの賃貸住宅を管理して

いる実績があること、市営住宅の空き家改修に対

する運営に期待が持てることと同時に、あわせて

管理業務の経費節減を評価して適正な団体である

と判断し、選定されております。 

 次の２２ページは、そのときの採点結果表を記

載してございます。採点結果は、一番下の欄です

けれども、８００満点中、橋口組さんが６８５点

でございます。１００点満点に換算しますと

８５点ということになります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより所管事務全般について質疑

に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（川畑善照）指定管理制度は、今まで川

内地域と、それから今度のこれと２区画ですか。

まだほかにも予定されているんですか。今後の課

題はどうでしょう。 

○建築住宅課長（福島和朗）市営住宅につきま

しては、旧川内地域につきましてこれまで指定管

理にしておりました。平野商事さんにしてもらっ

ておりますけれども、今回、本土の４支所管内、

東郷から入来、樋脇、祁答院、ここを来年度から

指定管理をさせていただこうというふうに考えて

おります。 

 それと、あと甑島地域なんですけれども、ここ

につきましては藺牟田瀬戸ですかね、架橋をして

からでないと。上・下、なかなかそれぞれでは難

しいんじゃないかということで、開通後、検討を

するというふうなことで今考えております。 

 以上でございます。 

○委員（川畑善照）本土は祁答院とか、そうい

うところまで今回も全て入ったわけですね。とい

うことは、本土は一応すると。あとは甑地区。わ

かりました、大体。 

○委員長（宮里兼実）ほかにありませんか。 

○委員（谷津由尚）今この内容を見ているんで

すけど、業務内容はわかりました。例えば壁を張

りかえないかんとか、そういう工事が発生したと

きは、この指定管理者にそのこと自体もお願いを

されるんでしょうか。 

○建築住宅課長（福島和朗）管理業務も当然な

んですけれども、修繕業務もこの委託の中に入っ

てございますので、そういう修繕等も指定管理の

方でやっていくという形になります。 

 これまでは直営でやっとったんですけども、そ

ういう管理業務・修繕業務も指定管理者にお願い

すると。残り、滞納整理につきましては、そのま

ま、旧川内もなんですけれども、職員のほうでや

っているという形になります。 

 以上でございます。 

○委員（谷津由尚）ということは、私の考えは、

ここまで委託になったら１００％全部お願いした

ほうがいいと思うんです。あと委託できてない機

能というのは何があるんですか。 

○建築住宅課長（福島和朗）今、説明しました

修繕業務の中でも、大規模になりますと、市のほ

うで直営でやっているというのがございます。 

 それと、今、申しましたけれども、滞納整理に

つきましては、いろいろと個人情報とか、そうい

うところもございまして、現在の段階では指定管

理にしていないというのが現状でございます。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）わかりました。 

 大規模修繕ですとか滞納の整理とか、非常に個

人情報とか絡みますから、そうだと思うんですけ

ども、近い将来を見たときに、こういう市営住宅

の管理ですとか、こういうものについては包括的

にお願いをしたほうが最終的にはコストメリット

も出るんではないかと思うんですけど。部長、い

かかでしょう。その辺の市の方針ということでも

質問させていただいたほうがいいと思うんですけ

ど。 

○建設部長（泊 正人）課長が言ったとおりで

ありまして、谷津委員の理想なのかもしれません

けど、他の市営住宅自体の大きな修繕、地震でひ

びが入ったり、天災によったりする場合はどうし

ても市の予算をまた別に計上してやっていかない

といけない部分がございます。 

 あと、なんか階段を今後そういういろんな建築

の基準が変わって、こういうふうに改正しなさい
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とか、そういう場合は市がまた新たに金を出して

いかないといけないということと、滞納者に対す

る取り立てというか、これについてはこの辺は指

定管理者には厳しいんじゃないかというふうには

思っているところです。 

○委員（川畑善照）今、市営住宅は、例えば富

士通の上の雇用促進事業団やら、勝目の高層の団

地を市営住宅を払い下げて、受けていますよね。

そうなったときに、高齢者社会で入居者はどんど

ん減るんじゃないかということと、すると、どう

してもエレベーターやら必要になってくるんじゃ

ないかと。 

 我々が視察に行ったときに、横浜だったですか

ね、外部にエレベーター室をつくって、踊り場に

おりるような形をとっているところがあったんで

すけど。今後はそうしなければ高齢化社会で入居

率がどんどん落ちていくと大変だと思うし、エレ

ベーターをつけなければいけないときが来るんじ

ゃないか。あるいは解体せなならんときが来るん

じゃないかという懸念もあるんですけど、そうい

う長期的な考えはどうお持ちですか。 

○建築住宅課長（福島和朗）ただいま出ました

雇用促進住宅の勝目一般住宅、入来の立山住宅。

おかげさまで、勝目につきましては結構入ってい

まして、８割ぐらい入ってきております。低層の

階、徐々に詰まってきまして、５階のところが若

干、残っているという形です。それと、入来につ

きましても、こちらも懸念をしとったんですけれ

ども、６割くらいの入居率ということでございま

す。 

 確かに委員がおっしゃるように、高齢化が進み

ましてエレベーターということも考えられるんで

す。今の公営住宅法では、新築の場合は３階以上

はエレベーターを設置しなさいという基準がござ

いますけれども。既存の建物については、他の、

例えば県であったり鹿児島市さんだったりすると

エレベーターを設置してるところもございますけ

れども。本市につきましても、その検討はやった

ところなんですけれども、１棟当たり億に近いお

金がかかるということで、今、大規模改善工事を

順次、外壁とか行っておるんですけれども、なか

なか予算面でエレベーターのところまで行き着か

ないところが現状でございます。そのかわり階段

室にまず手すりをつけましょうということで、

５階まで手すりを設置しております。 

 それと、高齢者につきましては、例えば、４階、

５階におられる、７０とか８０になられた方は

１階のところに住みかえをできるような形で、そ

ういうところを今やっております。 

 今後、それでもどんどん高齢化が進むというこ

とが懸念されるんですけども、将来的にはあれな

んですけど、今の段階ではそういう状況でござい

ます。 

 以上です。 

○委員（川畑善照）今後のことを考えたら、以

前は教育施設やら集会施設にエレベーターをつけ

て、それが廃校になっていって、どっちかと行っ

たらつけたのが無駄だったというようなことも起

こっていくようでありますけれども。今後、高齢

者社会の中ではそうしていく必要を感じますので、

安い方法で何かあったら検討する価値があるんじ

ゃないかと思ったもんですから、お願いしておき

ます。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第２９１号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第２９１号平成２７年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）それでは、議案第

２９１号平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予

算について説明をいたします。 

 資料は、予算に関する説明書の５０ページをお

開きください。 
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 まず、歳出からでございます。 

 ８款１項２目建築指導費は、１ ,６４１万

６,０００円の増額をお願いするものでございます。

内容は、耐震改修促進法に基づきまして耐震診断

が義務づけられている民間の大規模建築物に対し

て耐震化に係る補強計画を作成するために必要な

費用の一部を補助するものでございます。また、

もう一つが危険廃屋等解体撤去促進事業の補助金

で、これは台風１５号の影響もございまして申請

件数が増加しておりますので、増額補正をお願い

するものでございます。 

 ５４ページをお開きください。 

 ８款６項１目住宅管理費は、３００万円の増額

補正をお願いするものでございます。内容は、指

定管理者の委託料で、台風１５号による災害緊急

維持補修費でございます。これは、川内地域で

１６０件余りの連絡がありました被害報告に対応

するための修繕経費でございます。 

 続きまして、歳入について説明いたします。 

 １６ページをお開きください。 

 １４款１項６目土木使用料中、２節の住宅使用

料１,０００万円の増は、入居者増などによる増額

分でございます。 

 １８ページをお開きください。 

 １５款２項６目土木費補助金中、４節の住宅費

補助金２５０万円の増は、耐震改修促進事業に対

する国費であります社会資本整備総合交付金の増

額分でございます。 

 ２１ページをお願いします。 

 １６款２項６目土木費補助金中、１節住宅費補

助金の１６６万６,０００円の増は、耐震改修促進

事業に対する県からの補助金の増であります。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。繰

越明許費の補正について御説明いたします。 

 ８款１項土木管理費の建築物耐震化促進事業費

でございますけれども、これは先ほど補正予算の

歳出の項で説明いたしましたが、民間の大規模建

築物に対して耐震化に係る補強計画を作成するた

めの費用ですけれども、補強設計業務委託の発注

が３月ごろとなるために繰り越しをお願いするも

のでございます。 

 ８ページをお開きください。債務負担行為の補

正について御説明いたします。 

 下から３段目、薩摩川内市営住宅等の指定管理

者の指定管理料で、これも先ほど議案第２８８号

で説明いたしましたが、本土４支所の市営住宅等

を指定管理者に委託しようとするものでございま

して、期間が平成２８年度から３カ年でございま

す。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）危険廃屋の解体撤去促進補

助金、ちなみに、今何件、これを適用されたんで

しょう。 

○建築住宅課長（福島和朗）この事業は平成

２６年度からさせてもらっておりますけども、平

成２６年で３３件ございました。本年度、平成

２７年度が当初予算分で３１件交付決定を行って

おります。それで、今回また９月の中旬に予算い

っぱいになったもんですから補正をお願いしてい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）見通しで大体何件くらい、

合計で。 

○建築住宅課長（福島和朗）今回９７５万円お

願いしておりますけれども、これで３５件から三

十七、八件、限度額まで達しない場合があるもん

ですから、件数的にはこちらが予想しているより

若干ふえますけれども、３０件後半ぐらいだと思

います。それで、本年度が六十五、六件、七、八

件くらいになるのかなという気はしております。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）特に、ことしは台風の影響

があって、それがきっかけになってこれが進んだ

というところもあるかと思うんですけど。ことし

ある程度これが進んだということは、来年以降ち

ょっと少なくなるのかなという気もせんでもなく

て、その辺はどのようにお考えですか。 

○建築住宅課長（福島和朗）この事業は昨年か

ら始まりましたけれども、昨年、スタートは、ば

っと来たんですけど、その後ちょっと尻すぼみに

なりましたけれども、この事業自体が業者の方、

あるいは広報紙等ホームページ等でしております

ので、徐々に浸透しつつあるのかなという気はし

ております。 

 それで、本年度も台風１５号がなくても、予算

をオーバーしたんじゃないかという懸念は持って
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おりまして、今後どちらかといえば当分の間はふ

えていくのかなというのは思っております。 

 以上です。 

○委員（下園政喜）危険廃屋を解体した跡地の

ことですけども、何回も聞きますが、３年間は売

り買いもできない、新築もできない、そして借地

として駐車場なんかにも貸すことできないんです

よね。大抵、建っている場所は畑にするようなと

ころじゃないですよね。駐車場か住宅を建てるよ

うな土地なんですけれども、それについては、ま

だずっとその考えは変わらないということですか。 

○建築住宅課長（福島和朗）これにつきまして

も委員の方からこれまでも質問がございまして、

当初この要綱をつくるところを説明させていただ

きますと、それまでは廃屋あるいは不必要になっ

た建物は個人の方が自分のお金で解体をされてい

たのが現状なんですけれども、予算の面でもなか

なか難しいという局面が出てきまして、補助制度

を立ち上げようということになりました。 

 しかし、例えば、建てかえとか、跡を駐車場に

とか考えておられる方は、この補助がなくてもさ

れるんじゃないかというような、我々の考えでご

ざいますけれども。そういうことで、そういう方

は申しわけございませんけれども、外させていた

だこうということで始めた事業でございます。 

 しかし、おっしゃるようにそういう利便性の高

いところとか、それをその後も何年間も使わせな

いというのは、いろいろ不合理な点もございます

ので、それにつきましては、絶対だめということ

ではなくて、今後、検討をさせていただくという

ことで答弁させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。 

○委員（下園政喜）はい。わかりました。 

○委員（谷津由尚）今の件に対して関連なんで

すけど、私は本末転倒のような気がするんです。

前向きに捉えている方で家をつくり直したいから

適切な補助金が、解体するの、お金かかりますか

ら、今。 

 解体するのにやるんで、ぜひ使わせていただこ

うという前向きな人に対しては、今それが適用で

きないような環境があるわけですから、そこは見

直すべきじゃないかと。逆にいうと、これを悪用

される方もいるんですけど。でも、もともと廃屋

をなくしていこうという目的に対しては、それは

全うしていくのには変わりなくて、何とかそこを

目指したいと思うんですけど。 

○建設部長（泊 正人）パターンというか、二

通りありました。本当に壊したくても、年をとっ

たり、収入がなくてどうしようもないと、周りに

迷惑をかけるという、そういう独居老人とか、よ

そにおられて、そういうのはそれを対象にしよう

としたのが初めての始まりでありまして。今、言

われるように家を建てられる方はどうかなと思う

んで、それを壊して駐車場とか新築とかは、また

若干、ニュアンスが違うのかなというようなこと

があって、課長とも日ごろそういう話をどの方向

に持っていけばいいのなかということで今検討中

でございますので。谷津委員の意見を頭に入れて

考えていきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

○委員（川畑善照）これも申請主義だからあれ

だけど、百次町にの倒壊している建物があります

よね。鉄骨がそのまま倒れて家に乗っかかってい

る。ああいうの、何かこっちからも指導しなけれ

ば、恐らく自分からは言ってこないんじゃないか

と思うし、それが一つと。リフォーム補助金も、

これとは関係はないかもしれないですけど、今後

は続けるのか、そういう２点をお聞かせください。 

○建設部長（泊 正人）県道沿いにある、鉄骨

というか、プレハブがたまたま道路と反対側に倒

れているんですけれども、地区調査委員からは、

こういう制度がありますということで紹介はして

あります。私も面識のある人ですので、また話を

してみたいと思います。 

○建築住宅課長（福島和朗）リフォーム補助に

つきましては、私たちとしては来年度に向けて要

望している段階でございます。予算がどうなるか、

今の段階では。 

 ですけれども、来年度も引き続きお願いしたい

ということで今要望してる段階です。 

○委員（川畑善照）今言われたとおり、市民の

要望、業界の要望もありますので、これは続けて

いただきたいし、先ほどの件も積極的にやってい

ただきたいと思います。 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で議案第２９１号平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算のうち本委員会付託分について

質疑が全て終了しましたので、これより討論、採
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決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明が何かありますか。 

○建築住宅課長（福島和朗）今回は特にござい

ません。 

○委員長（宮里兼実）これより所管事務全般に

ついて質疑に入りますが、御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で建築住宅課を終わります。当局は御苦労

さまでございました。 

────────────── 

△委員会報告書の取扱い 

○委員長（宮里兼実）以上で日程の全てが終わ

りましたが、委員会報告書の取りまとめについて

は委員長に一任いただきたいと思います。ついて

は、そのように取り扱うことで御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣の取扱い 

○委員長（宮里兼実）次に、閉会中の委員派遣

の取り扱いについてお諮りします。 

 現在のところ、閉会中に現地視察等の予定はあ

りませんが、急遽必要となった場合の委員派遣の

取り扱いは委員長に一任いただきたいと思います。

ついては、そのように取り扱うことで御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（宮里兼実）以上で建設水道委員会を

閉会いたします。本日は大変御苦労さまでござい

ました。 
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